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﹁
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に
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﹁
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﹂
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﹁
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王
莽
改
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に
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い
て
の
個
別
的
評
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の
特
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否
定
的
総
括
評
価
と
賛
否
両
論
個
別
評
価
の
と
の
﹁
牴
牾
﹂

　

６
.
１　

総
括
評
価
自
身
の
﹁
牴
牾
﹂
及
び
そ
れ
と
個
別
評
価
と
の
﹁
牴
牾
﹂

　

６
.
２　

王
莽
へ
賛
否
両
論
を
持
す
る
﹃
漢
書
﹄
著
者
の
本
音

７　

お
わ
り
に

１　

は
じ
め
に

評
価
と
は
事
物
や
人
物
の
、
善
悪
・
美
醜
な
ど
の
価
値
を
判
断
し
て
決
め
る

こ
と
で
あ
り
、
歴
史
人
物
に
つ
い
て
評
価
を
す
る
こ
と
は
普
段
よ
く
史
論
の
一

部
と
扱
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
す
る
か
し
な
い
か
は
、
史
籍
の
著
者
に
よ
る
こ
と

で
あ
る
。
例
え
ば
同
じ
く
名
著
と
い
っ
て
も
、﹃
史
記
﹄
の
著
者
司
馬
遷
は
基

本
的
に
人
物
評
価
は
行
っ
て
い
な
い
が
、﹃
漢
書
﹄
の
著
者
１

は
し
ば
し
ば
人
物

評
価
を
下
す
特
徴
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
﹃
漢
書
﹄
の
著
者
に
よ
る

王
莽
に
対
す
る
人
物
評
価
は
ど
の
よ
う
な
意
味
と
特
徴
あ
る
か
、
ま
た
そ
の
評

価
は
後
代
の
人
間
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
、
そ
し
て
今
日
の
王
莽

研
究
に
な
ん
の
参
照
的
価
値
が
あ
る
か
を
課
題
と
す
る
。

勿
論
、
歴
史
人
物
の
評
価
に
は
必
ず
判
断
す
る
人
間
の
主
観
的
判
断
と
客
観

的
判
断
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
し
て
も
王
莽
評
価
者
の
判
断
し
た
王
莽
の
善
悪
・

美
醜
な
ど
を
手
が
か
り
と
し
て
、
王
莽
と
い
う
歴
史
人
物
の
実
像
に
た
ど
り
着

　
　
　『
漢
書
』
著
者
に
お
け
る
王
莾
評
価
に
つ
い
て
の
検
討

　
　
　
　
　
　
　

�
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き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
と
は
い
え
、
ど
の
よ
う
に
歴
史
人
物
評
価
か
ら
歴
史

の
真
実
を
見
出
せ
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
趙
翼

の
﹁
牴
牾
﹂
摘
出
法
２

と
い
う
史
料
読
解
法
を
活
用
す
る
。
ま
ず
、﹃
漢
書
﹄
王

莽
伝
に
付
属
す
る
﹁
賛
﹂
と
い
う
王
莽
へ
の
総
括
的
評
価
を
﹁
綱
﹂
と
し
、﹃
漢

書
﹄
の
他
の
伝
や
紀
・
表
・
志
の
中
に
み
ら
れ
る
王
莽
へ
の
個
別
的
評
価
を
﹁
目
﹂

と
し
て
、
綱
と
目
と
﹁
参
互
勘
校
﹂
し
た
う
え
で
、﹁
其
の
牴
牾
あ
る
処
﹂
を

﹁
摘
出
﹂
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、﹃
漢
書
﹄
著
者
の
王
莽
へ
の
評
価
の
全
貌
を
明

ら
か
に
し
て
、
今
日
の
王
莽
研
究
者
に
正
確
な
参
考
資
料
を
提
供
し
た
い
。
最

終
的
に
王
莽
と
い
う
歴
史
人
物
の
本
来
の
善
悪
・
美
醜
な
ど
に
よ
る
実
像
が
、

浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。

２　
『
漢
書
』
王
莾
伝
「
賛
」３

に
み
ら
れ
る
王
莾
へ
の
総
括
的
評
価

﹃
漢
書
﹄
王
莽
伝
の
文
末
に
つ
け
る
﹁
賛
﹂４
は
、
著
者
が
王
莽
に
対
し
て
の

人
物
評
価
で
あ
る
。
こ
の
﹁
賛
﹂
を
﹃
漢
書
﹄
に
散
見
す
る
著
者
の
他
の
王
莽

評
価
と
比
べ
た
と
き
、
前
者
は
﹁
綱
﹂、
後
者
は
﹁
目
﹂
と
い
え
る
。
ま
ず
は
、

大
綱
た
る
王
莽
伝
﹁
賛
﹂
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。

　

２
．
１　

王
莾
評
価
の
「
綱
」
と
な
る
王
莾
伝
「
賛
」

王
莽
伝
﹁
賛
﹂
と
は
、
３
０
９
文
字
の
王
莽
評
価
で
あ
り
、
著
者
が
王
莽
の

一
生
に
つ
い
て
総
括
的
に
評
価
し
た
も
の
で
あ
る
。

贊
曰
:
王
莽
始
起
外
戚
、
折
節
力
行
、
以
要
名
譽
、
宗
族
稱
孝
、
師
友
歸

仁
。
及
其
居
位
輔
政
、
成
・
哀
之
際
、
勤
勞
國
家
、
直
道
而
行
、
動
見
稱
述
。

豈
所
謂
﹁
在
家
必
聞
、
在
國
必
聞
﹂、﹁
色
取
仁
而
行
違
﹂
者
邪
。
莽
既
不
仁
而

有
佞
邪
之
材
、
又
乘
四
父
歷
世
之
權
、
遭
漢
中
微
、
國
統
三
絕
、
而
太
后
壽
考

爲
之
宗
主
、
故
得
肆
其
姦
慝
、
以
成
篡
盜
之
禍
。
推
是
言
之
、
亦
天
時
、
非
人

力
之
致
矣
。
及
其
竊
位
南
面
、
處
非
所
據
、
顚
覆
之
勢
險
於
桀
紂
、
而
莽
晏
然

自
以
黃
・
虞
復
出
也
。
乃
始
恣
睢
、
奮
其
威
詐
、
滔
天
虐
民
、
窮
凶
極
惡
、
毒

流
諸
夏
、
亂
延
蠻
貉
、
猶
未
足
逞
其
欲
焉
。
是
以
四
海
之
內
、
囂
然
喪
其
樂
生

之
心
、
中
外
憤
怨
、
遠
近
俱
發
、
城
池
不
守
、
支
體
分
裂
、
遂
令
天
下
城
邑
爲

虛
、
丘
壟
發
掘
、
害
徧
生
民
、
辜
及
朽
骨
、
自
書
傳
所
載
亂
臣
賊
子
無
道
之

人
、
考
其
禍
敗
、
未
有
如
莽
之
甚
者
也
。
昔
秦
燔
﹃
詩
﹄﹃
書
﹄
以
立
私
議
、

莽
誦
﹃
六
藝
﹄
以
文
姦
言
、
同
歸
殊
塗
、
俱
用
滅
亡
、
皆
炕
龍
絕
氣
、
非
命
之

運
、
紫
色

聲
、
餘
分
閏
位
、
聖
王
之
驅
除
云
爾
。５

こ
れ
は
、
王
莽
の
一
生
涯
、
特
に
彼
の
政
治
生
涯
に
つ
い
て
の
総
括
的
な
評

価
で
あ
る
。﹁
賛
﹂
で
は
﹁
位
を
窃
み
南
面
す
る
﹂
と
い
う
皇
帝
と
な
る
こ
と

を
も
っ
て
線
引
し
、
前
半
と
後
半
に
分
け
る
二
部
構
造
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら

に
、
前
半
は
﹁
始
め
外
戚
に
起
す
﹂
か
ら
の
第
一
段
階
と
﹁
位
に
居
り
政
を
輔

け
る
﹂
か
ら
の
第
二
段
階
に
分
け
て
い
る
が
、
後
半
は
﹁
位
を
窃
み
南
面
す

る
﹂
か
ら
死
ぬ
ま
で
の
第
三
段
階
に
あ
た
る
。﹁
賛
﹂
の
最
後
で
著
者
は
、
王

莽
を
批
判
す
る
た
め
に
秦
の
始
皇
帝
と
比
較
し
て
マ
イ
ナ
ス
の
結
論
を
下
し
て

い
る
。

﹁
賛
﹂
に
お
い
て
著
者
は
、
王
莽
の
人
生
に
つ
い
て
の
総
括
的
評
価
を
与
え

て
い
る
が
、
そ
の
否
定
的
王
莽
批
判
の
論
調
が
鮮
明
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
の
な
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い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
え
ば
王
莽
に
対
し
て
、
著
者
は
し
ば
し
ば
﹁
佞
邪
之

材
﹂﹁
肆
其
姦
慝
﹂﹁
篡
盜
﹂﹁
竊
位
﹂﹁
險
於
桀
紂
﹂﹁
恣
睢
﹂﹁
威
詐
﹂﹁
虐
民
﹂﹁
窮

凶
極
惡
﹂﹁
毒
流
諸
夏
﹂﹁
中
外
憤
怨
﹂﹁
支
體
分
裂
﹂﹁
害
徧
生
民
﹂﹁
辜
及
朽
骨
﹂

﹁
亂
臣
賊
子
﹂﹁
無
道
之
人
﹂﹁
絶
気
﹂﹁
非
命
﹂﹁
紫
色
﹂﹁

聲
﹂﹁
餘
分
閏
位
﹂

の
よ
う
な
檄
文
式
の
言
葉
遣
い
を
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
﹁
賛
﹂
全
体
の
約
５

分
の
１
を
占
め
て
い
る
。

　

２
．
２　

主
観
的
判
断
の
多
い
王
莾
へ
の
批
判
的
檄
文

そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
こ
こ
で
並
べ
て
い
る
21
の
檄
文
式
言
葉
の
中
に
、﹁
竊

位
﹂
以
降
の
第
三
段
階
の
王
莽
に
対
す
る
批
判
は
17
語
も
あ
る
。
ゆ
え
に
、

﹁
賛
﹂
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
批
判
が
ま
す
ま
す
激
し
く
な
り
、
さ
ら
に
空
洞

化
し
て
い
る
傾
向
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
換
言
す
れ
ば
、﹃
漢
書
﹄
の
著
者
は

客
観
的
判
断
だ
け
で
な
く
主
観
的
判
断
も
下
し
て
い
る
が
、
前
半
の
第
一
段
階

と
第
二
段
階
の
﹁
賛
﹂
に
は
多
く
の
客
観
的
判
断
が
み
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、

後
半
の
第
三
段
階
、
す
な
わ
ち
﹁
位
を
窃
み
南
面
﹂
し
て
か
ら
の
王
莽
評
価
の

ほ
と
ん
ど
は
、
著
者
の
主
観
的
判
断
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
、
王
莽
伝
の
﹁
賛
﹂
を
通
覧
す
る
と
、
も
う
一
つ
の
特
徴
が
み
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
３
０
９
文
字
の
﹁
賛
﹂
の
ほ
と
ん
ど
は
王
莽
の
出
身
や
人
格

と
い
っ
た
人
間
像
に
つ
い
て
の
主
観
的
判
断
で
あ
る
が
、
肝
心
の
王
莽
の
制
度

改
革
に
関
す
る
客
観
的
評
価
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

﹁
賛
﹂
の
結
び
に
﹁
む
か
し
秦
は
﹃
詩
﹄﹃
書
﹄
を
燔
い
て
私
家
の
意
見
を
立

て
た
が
、
莽
は
六
藝
を
誦
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
も
っ
て
姦
言
を
文
飾
し
た
。
そ

の
帰
す
る
と
こ
ろ
を
同
じ
う
し
な
が
ら
そ
の
途
を
異
に
し
て
、
い
ず
れ
も
そ
れ

に
よ
っ
て
滅
亡
し
た
が
、
み
な
亢
龍
の
絶
気
・
非
命
に
も
似
た
運
命
で
あ
っ
た
。

間
色
の
紫
色
や
邪
な
淫
声
の
ご
と
正
色
正
曲
で
な
く
、
歳
月
の
閏
に
も
似
た
余

分
の
閏
位
は
、
聖
王
─
光
武
帝
─
を
待
っ
て
駆
除
さ
れ
た
と
い
う
し
だ
い
で
あ

る
﹂
と
あ
る
。

こ
こ
で
著
者
は
、
王
莽
を
秦
の
始
皇
帝
と
比
べ
て
王
莽
の
﹁
滅
亡
﹂
の
原
因

は
﹁
余
分
閏
位
﹂
す
な
わ
ち
正
統
で
な
い
帝
位
や
﹁
正
王
の
命
を
得
ら
ず
﹂６
に

あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
著
者
は
王
莽
帝
国
の
失
敗
の
根
本
は
﹁
正
王
の
命
﹂

と
い
う
政
権
の
正
統
性
が
な
い
こ
と
に
あ
る
と
捉
え
た
。
逆
に
、
今
上
皇
帝
の

劉
秀
父
子
は
正
統
性
を
持
つ
﹁
聖
王
﹂
で
あ
る
の
で
、
後
漢
政
権
の
劉
氏
が
王

莽
政
権
を
倒
し
た
こ
と
は
必
然
的
な
結
果
だ
と
い
う
結
論
を
下
し
た
。
し
か

し
、
同
じ
﹃
漢
書
﹄
の
中
に
あ
る
秦
の
始
皇
帝
を
倒
し
た
漢
の
高
帝
に
つ
い
て

の
﹁
賛
﹂
に
は
、
農
民
の
子
の
劉
邦
は
﹁
断
蛇
著
符
、
旗
幟
上
赤
﹂
と
い
う
﹁
自

然
之
応
﹂
が
あ
る
の
で
﹁
得
天
統
矣
﹂
と
﹁
推
﹂
論
し
て
い
る
７

一
方
で
、
王

莽
伝
﹁
賛
﹂
で
は
﹁
自
ら
黄
・
虞
を
以
て
復
出
﹂
し
た
王
莽
に
つ
い
て
は
、
天

か
ら
諸
々
の
祥
瑞
を
承
け
て
も
な
ぜ
﹁
非
天
命
の
運
﹂
と
い
う
天
命
を
全
う
せ

ぬ
運
命
だ
と
判
断
で
き
る
か
と
い
う
﹁
牴
牾
﹂
が
あ
る
と
し
か
思
わ
れ
な
い
。

そ
も
そ
も
﹁
賛
﹂
と
い
う
の
は
賛
美
の
意
味
８

で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
マ
イ

ナ
ス
の
批
判
的
な
﹁
賛
﹂
は
﹃
漢
書
﹄﹁
賛
﹂
の
中
で
も
異
例
で
あ
ろ
う
。﹃
漢
書
﹄

の
他
の
80
余
の
﹁
賛
﹂
と
﹁
参
互
勘
校
﹂
し
て
も
、
最
も
酷
評
が
多
い
佞
幸
伝

の
﹁
賛
﹂
で
も
、﹁
弄
臣
﹂﹁
姦
臣
﹂
と
呼
ぶ
董
賢
ら
に
対
し
て
も
﹁
然
進
不
繇
道
、

位
過
其
任
、
莫
能
有
終
、
所
謂
愛
之
適
足
以
害
之
者
也
﹂９
と
い
う
よ
う
な
客
観
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的
判
断
し
か
行
っ
て
い
な
い
。
ゆ
え
に
、﹃
漢
書
﹄
の
す
べ
て
の
﹁
賛
﹂
の
な

か
で
、
王
莽
伝
の
﹁
賛
﹂
は
も
っ
と
も
否
定
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

以
上
に
述
べ
て
き
た
の
は
王
莽
伝
﹁
賛
﹂
は
、﹃
漢
書
﹄
著
者
の
王
莽
に
つ

い
て
の
総
括
的
評
価
を
概
論
し
た
も
の
で
あ
り
、
次
に
、﹃
漢
書
﹄
の
あ
ち
こ

ち
に
散
在
し
て
い
る
著
者
の
個
別
的
評
価
の
各
論
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

以
後
、
王
莽
伝
﹁
賛
﹂
に
記
載
す
る
人
物
の
年
代
的
な
順
序
を
追
っ
て
、﹁
始

め
外
戚
に
起
す
﹂
か
ら
﹁
位
に
居
り
政
を
輔
け
る
﹂
へ
の
時
代
、
そ
し
て
﹁
位

を
窃
み
南
面
す
る
﹂
か
ら
死
ぬ
ま
で
の
時
代
に
わ
け
て
、
王
莽
伝
﹁
賛
﹂
の
総

括
的
評
価
を
参
照
し
な
が
ら
、﹃
漢
書
﹄
紀
・
伝
・
表
・
志
に
み
ら
れ
る
王
莽

へ
の
個
別
的
評
価
を
眺
め
て
行
き
た
い
。

３　

個
別
評
価
か
ら
「
始
起
外
戚
」～「
居
位
輔
政
」
時
代
王
莾
の
全
体
評
価
へ

上
述
し
た
王
莽
伝
﹁
賛
﹂
と
い
う
総
括
的
評
価
の
信
憑
性
を
検
証
す
る
た
め

に
、
王
莽
伝
の
み
な
ら
ず
、﹃
漢
書
﹄
の
あ
ち
こ
ち
に
散
在
し
て
い
る
王
莽
に

関
す
る
個
別
評
価
を
見
つ
け
て
、﹁
参
互
勘
校
﹂
を
加
え
て
著
者
の
王
莽
評
価

の
全
体
像
を
解
明
し
た
い
。

　

３
．
１　

個
別
評
価
か
ら
「
始
起
外
戚
」
期
の
王
莾
評
価
の
全
体
像
へ

﹃
漢
書
﹄
王
莽
伝
﹁
賛
﹂
に
い
う
﹁
始
め
外
戚
に
起
す
﹂
時
代
と
は
、
厳
密

に
計
算
す
れ
ば
元
帝
初
元
４
（
前
45
）
年
に
王
莽
が
生
れ
て
か
ら
、
成
帝
陽
朔

３
（
前
22
）
年
に
24
歳
で
入
朝
、
そ
し
て
成
帝
綏
和
元
（
前
８
）
年
38
歳
で
大

司
馬
と
な
る
ま
で
の
間
に
あ
た
る
。
こ
の
時
代
は
﹃
漢
書
﹄
の
記
載
に
よ
る
と

朝
廷
に
は
外
戚
、
特
に
元
帝
10

死
後
の
王
太
后
が
政
治
権
力
を
握
っ
て
い
た
頃

で
あ
り
、
実
権
力
者
の
大
司
馬
の
ポ
ス
ト
は
常
に
王
氏
兄
弟
ら
に
回
し
て
い
た

時
期
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
代
に
生
ま
れ
た
王
莽
に
つ
い
て
、
王
莽
伝
﹁
賛

曰
﹂
に
た
だ
﹁
王
莽
始
起
外
戚
、
折
節
力
行
、
以
要
名
譽
、
宗
族
稱
孝
、
師
友

歸
仁
（
王
莽
は
始
め
外
戚
と
し
て
身
を
起
し
、
節
を
曲
げ
徳
行
を
力
め
、
そ
れ

に
よ
っ
て
名
誉
を
求
め
た
が
、
宗
族
は
そ
の
孝
を
称
め
、
師
友
は
そ
の
仁
に
与

し
た
）﹂
と
い
う
一
言
で
表
し
て
い
る
。
し
か
し
、
王
莽
伝
の
冒
頭
で
以
下
の

よ
う
に
詳
し
く
記
し
た
。

 

﹁
王
莽
字
巨
君
、
孝
元
皇
后
之
弟
子
也
。
元
后
父
及
兄
弟
皆
以
元
、
成
世
封

侯
、
居
位
輔
政
、
家
凡
九
侯
、
五
大
司
馬
、
語
在
﹁
元
后
傳
﹂。
唯
莽
父
曼
蚤

死
、
不
侯
。
莽
群
兄
弟
皆
將
軍
五
侯
子
、
乘
時
侈
靡
、
以
輿
馬
聲
色
佚
游
相

高
、
莽
獨
孤
貧
、
因
折
節
為
恭
儉
。
受
﹃
禮
經
﹄、
師
事
沛
郡
陳
参
、
勤
身
博

學
、
被
服
如
儒
生
。
事
母
及
寡
嫂
、
養
孤
兄
子
、
行
甚
敕
備
。
又
外
交
英
俊
、

內
事
諸
父
、
曲
有
禮
意
。
陽
朔
中
、
世
父
大
將
軍
鳳
病
、
莽
侍
疾
、
親
嘗
藥
、

亂
首
垢
面
、
不
解
衣
帶
連
月
。
鳳
且
死
、
以
託
太
后
及
帝
、
拜
為
黃
門
郎
、
遷

射
聲
校
尉
。
久
之
、
叔
父
成
都
侯
商
上
書
、
願
分
戸
邑
以
封
莽
、（
中
略
）
当

世
名
士
、
咸
為
莽
言
、
上
由
是
賢
莽
。
永
始
元
年
、
封
莽
為
新
都
侯
。（
中
略
）

爵
位
益
尊
、
節
操
愈
謙
。
散
輿
馬
衣
裘
、
振
施
賓
客
、
家
無
所
余
。
収
贍
名

士
、
交
結
将
相
卿
大
夫
甚
衆
。
故
在
位
更
推
薦
之
、
游
者
為
之
談
説
、
虚
誉
隆

洽
、
傾
其
諸
父
矣
。
敢
為
激
発
之
行
、
処
之
不
慚
恧
。﹂

こ
の
記
事
に
は
王
莽
の
出
身
・
出
世
な
ど
史
料
を
ま
と
め
て
い
る
だ
け
で
は

な
く
、
と
き
に
著
者
の
コ
メ
ン
ト
も
み
ら
れ
る
。
実
は
王
莽
の
本
伝
の
み
な
ら

四



ず
、
こ
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
は
他
の
と
こ
ろ
に
も
散
在
し
て
い
る
。
分
か
り
や

す
く
述
べ
る
た
め
、﹁
賛
﹂
の
総
括
的
評
価
に
関
連
す
る
史
料
及
び
個
別
的
な

評
価
と
一
つ
ず
つ
対
照
す
る
次
の
表
を
作
成
し
て
い
る
。

賛
の
評
価

関
連
史
料

個
別
的
評
価

出
典

Ａ
始
起
外
戚
孝
元
皇
后
之
弟
子
也
ｐ
４
０
３
９

王
莽
伝
上

孝
元
王
皇
后
、
成
帝
母
也
。
家
凡
十
侯
、

五
大
司
馬
、
外
戚
莫
盛
焉
ｐ
３
９
７
３

・ 

ａ
外
戚
と
し
て
こ
れ
以
上

盛
ん
な
も
の
は
な
い
。

外
戚
伝
下

Ｂ
折
節
力
行
唯
莽
父
曼
蚤
死
、
不
侯
。
莽
群
兄
弟
皆
將

軍
五
侯
子
、
乘
時
侈
靡
、
以
輿
馬
聲
色
佚

游
相
高
、
莽
獨
孤
貧
、
因
折
節
為
恭
儉
。

受
禮
經
、
師
事
沛
郡
陳
參
、
勤
身
博
學
、

被
服
如
儒
生
ｐ
４
０
３
９

・ 

ｂ
１
心
な
ら
ず
も
意
を
屈

し
恭
倹
に
身
を
持
し
た
。

王
莽
伝
上

當
世
名
士
、
咸
為
莽
言
、
上
由
是
賢
莽
。

永
始
元
年
、
封
莽
為
新
都
侯

爵
位
益
尊
、
節
操
愈
謙
。
ｐ
４
０
４
０

・ 
ｂ
２
そ
の
爵
位
は
ま
す
ま

す
尊
く
、
そ
の
節
操
は
い
よ

い
よ
謙
虚
で
あ
っ
た
。

王
莽
伝
上

Ｃ
以
要
名
譽
振
施
賓
客
、
収
贍
名
士
、
交
結
将
相
卿
大

夫
甚
衆
。
故
在
位
更
推
薦
之
、
游
者
為
之

談
説
、
虚
誉
隆
洽
、
傾
其
諸
父
矣
。
敢
為

激
発
之
行
、
処
之
不
慚
恧
ｐ
４
０
４
０

・ 

ｃ
１
莽
の
虚
名
は
高
く
洽

く
、
伯
叔
父
た
ち
を
傾
ぐ
ほ

ど
で
あ
っ
た
。
莽
は
あ
え
て

こ
と
さ
ら
奇
異
な
行
な
い
を

し
、
こ
れ
に
処
し
て
恥
じ
な

か
っ
た
。

王
莽
伝
上

私
買
侍
婢
、
曰
、﹁
後
将
軍
朱
子
元
（
朱

博
）
無
子
、莽
聞
此
児
種
宜
子
、為
買
之
。﹂

即
日
以
婢
奉
子
元
。
其
匿
情
求
名
如
此
ｐ

４
０
４
０

－
４
０
４
１

・ 

ｃ
２
彼
が
自
分
情
を
か
く

し
て
名
を
求
め
る
さ
ま
は
、

こ
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

王
莽
伝
上

Ｄ
宗
族
稱
孝
事
母
及
寡
嫂
、
養
孤
兄
子
、
行
甚
敕
備
。

世
父
大
將
軍
鳳
病
、
莽
侍
疾
、
親
嘗
藥
、
亂

首
垢
面
、
不
解
衣
帶
連
月
ｐ
４
０
３
９

王
莽
伝
上

Ｅ
師
友
歸
仁
莽
兄
子
光
、
莽
使
学
博
士
門
下
。
莽
労
遺

其
師
、
恩
施
下
竟
同
学
。
諸
生
縦
観
、
長

老
嘆
息
ｐ
４
０
４
０

王
莽
伝
上

こ
の
表
に
よ
れ
ば
、﹁
賛
﹂
に
い
う
﹁
始
め
外
戚
に
起
す
﹂
時
代
の
王
莽
の

評
価
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
の
賛
言
は
関
連
す
る
史
料
に
も
個
別
評
価
に
も

見
ら
れ
、﹁
宗
族
稱
孝
﹂
と
﹁
師
友
歸
仁
﹂
と
も
、
史
料
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た

結
論
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
著
者
の
王
莽
へ
の
全
体
的
な
評
価
を
Ｘ

１
、﹁
賛
﹂
の
総
括
的
評
価
を
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
、
史
料
に
対
す
る
個
別
評
価
を
ａ

ｂ
ｃ
ｄ
ｅ
と
す
れ
ば
、
以
下
の
公
式
が
得
ら
れ
る
。

　
　

Ｘ
１
＝
Ａ
・
ａ
＋
Ｂ
・
ｂ
１
、
ｂ
２
＋
Ｃ
・
ｃ
１
、
ｃ
２
＋
Ｄ
＋
Ｅ

こ
れ
に
よ
り
、﹃
漢
書
﹄
著
者
の
﹁
始
め
外
戚
に
起
す
﹂
時
代
の
王
莽
へ
の

全
体
的
な
評
価
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
だ
と
明
ら
か
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

王
莾
は
始
め
前
漢
時
代
に
最
も
強
い
外
戚
の
王
氏
に
起
し
、
独
り
孤
貧
し
た

の
で
節
を
曲
げ
徳
行
を
力
め
、
爵
位
は
益
々
尊
く
、
節
操
は
愈
々
謙
虚
で
あ

る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
名
誉
を
求
め
た
。
虚
名
の
た
め
彼
は
よ
く
奇
異
な
行
な
い

を
し
て
も
恥
じ
が
な
く
、
と
き
に
自
分
の
心
情
を
か
く
し
て
名
を
求
め
る
。
ゆ

え
に
、
宗
族
は
そ
の
孝
行
を
褒
め
て
、
師
友
は
そ
の
仁
に
帰
服
す
る
。

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

五



３
．
２　

個
別
評
価
か
ら
「
居
位
輔
政
」
期
の
王
莾
評
価
の
全
体
像
へ

﹃
漢
書
﹄
王
莽
伝
﹁
賛
﹂
に
い
う
﹁
位
に
居
り
政
を
輔
け
る
﹂
時
代
と
は
、

成
帝
綏
和
元
（
前
８
）
年
38
歳
で
大
司
馬
と
な
っ
て
か
ら
居
攝
三
年
す
な
わ
ち

初
始
元
（
８
）
年
53
歳
で
皇
帝
と
な
る
ま
で
の
間
に
あ
た
る
。
そ
の
時
代
の
王

莽
に
対
し
て
は
﹁
賛
﹂
に

 

﹁
及
其
居
位
輔
政
、
成
・
哀
之
際
、
勤
勞
國
家
、
直
道
而
行
、
動
見
稱
述
。
豈

所
謂
﹁
在
家
必
聞
、
在
國
必
聞
﹂、﹁
色
取
仁
而
行
違
﹂
者
邪
。
莽
既
不
仁
而
有

佞
邪
之
材
、
又
乘
四
父
歷
世
之
權
、
遭
漢
中
微
、
國
統
三
絕
、
而
太
后
壽
考
爲

之
宗
主
、
故
得
肆
其
姦
慝
、
以
成
篡
盜
之
禍
。
推
是
言
之
、
亦
天
時
、
非
人
力

之
致
矣
。

 

（
そ
の
高
位
に
あ
っ
て
政
を
輔
け
る
に
及
ん
で
、
成
・
哀
二
帝
の
際
、
国
家
の

た
め
に
勤
労
し
、
道
を
直
く
し
て
行
の
う
た
の
で
、
や
や
も
す
れ
ば
称
え
述
べ

ら
れ
た
。
こ
れ
は
何
と
い
わ
ゆ
る
﹁
家
に
あ
り
て
も
必
ず
聞
え
、
国
に
あ
り
て

も
必
ず
聞
え
﹂、﹁
色
に
仁
を
取
り
て
、
行
な
い
は
違
う
﹂
も
の
で
な
か
ろ
う
か
。

す
で
に
莽
は
不
仁
で
佞
邪
の
素
質
が
あ
り
、
ま
た
伯
叔
の
四
人
が
歴
世
相
つ
い

で
政
を
秉
っ
た
権
勢
に
乗
じ
、
漢
室
の
中
ご
ろ
の
衰
微
に
遭
う
て
は
、
国
統
が

三
た
び
絶
え
、
し
か
も
太
后
が
長
命
し
て
一
族
の
宗
主
と
な
り
、
そ
う
し
た
こ

と
の
ゆ
え
に
お
の
れ
の
邪
悪
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
こ
と
を
得
、
も
っ
て
皇
位

を
篡
い
盗
む
禍
い
を
成
し
と
げ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
推
し
て
言
え
ば
、
こ
れ
も

ま
た
天
の
時
で
あ
り
、
人
力
の
致
す
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
）﹂

と
総
括
的
に
評
価
し
た
。
こ
れ
に
関
す
る
個
別
的
評
価
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

﹃
漢
書
﹄
の
記
載
に
よ
る
と
そ
の
時
代
は
、
王
莽
が
大
司
馬
（
38
才
）
↓
安

漢
公
（
46
才
）
↓
宰
衡
（
49
才
）
↓
假
皇
帝
（
51
才
）
↓
真
皇
帝
（
53
才
）
と

続
々
と
変
身
し
て
い
る
大
活
躍
の
時
期
で
あ
る
。
該
当
す
る
史
料
は
本
伝
に
数

多
く
あ
る
が
、
以
下
、
簡
略
化
し
て
表
示
す
る
。

賛
の
評
価

関
連
史
料

個
別
的
評
価

出
典

Ａ
居
位
輔
政
・（
淳
于
）
長
以
外
親
居
九
卿
位
、
次
第
当

代（
王
）根
。根
兄
子
新
都
侯
王
莽
心
害
長
寵
、

因
言
﹁
長
見
将
軍
久
病
、
意
喜
、
自
以
当
代

輔
政
﹂
具
言
其
罪
過
。
根
怒
ｐ
３
７
３
１

・ 

ａ
１
王
莽
は
心
に
長
の

寵
遇
を
に
く
ん
で
い
た
と

こ
ろ
、
つ
ぶ
さ
に
長
の
罪

過
を
言
う
た
。

淳
于
長
伝

・
淳
于
長
以
材
能
為
九
卿
、
先
進
在
莽
右
。

莽
陰
求
其
罪
過
、因
大
司
馬
曲
陽
侯
根
白
之
、

長
伏
誅
、
莽
以
獲
忠
直
。（
王
）
根
薦
莽
自

代
、
上
遂
擢
為
大
司
馬
。
是
歳
、
綏
和
元
年

也
、
年
三
十
八
矣
ｐ
４
０
４
１

・ 

ａ
２
莽
は
ひ
そ
か
に
長

の
罪
過
を
さ
が
し
求
め
て

こ
れ
を
つ
き
と
め
る
と
、

莽
は
忠
義
正
直
の
信
を
か

ち
得
た
。

王
莽
伝
上

Ｂ
勤
勞
國
家
・
莽
既
抜
出
同
列
、
継
四
父
而
輔
政
、
欲
令

名
誉
過
前
人
、
遂
克
己
不
倦
、
聘
諸
賢
良
以

為
掾
史
、
賞
賜
邑
銭
悉
以
享
士
、
愈
為
倹
約
。

母
病
、
公
卿
列
侯
遣
夫
人
問
疾
、
莽
妻
迎
之
、

衣
不
曳
地
、
布
蔽
膝
。
見
之
者
以
為
僮
使
、

問
知
其
夫
人
、
皆
驚
ｐ
４
０
４
１

・ 

ｂ
前
人
を
し
の
ぐ
名
誉

を
挙
げ
よ
う
と
望
ん
で
、

不
屈
の
努
力
を
か
さ
ね
、

い
よ
い
よ
倹
約
し
た
。

王
莽
伝
上

Ｃ
直
道
而
行
・
莽
以
大
司
徒
孔
光
名
儒
、
於
是
盛
尊
事
光
、

引
光
女
婿
甄
邯
為
侍
中
奉
車
都
尉
。
諸
哀
帝

外
戚
及
大
臣
居
位
素
所
不
説
者
、
莽
皆
傅
致

其
罪
ｐ
４
０
４
４

・
上
書
、
願
出
銭
、
献
田
、
付
大
司
農
助
給

貧
民
。
於
是
公
卿
皆
慕
効
焉
ｐ
４
０
５
０

・ 

ｃ
１
莽
は
大
い
に
名
儒

の
光
を
尊
ん
で
こ
れ
に
奉

仕
し
た
。

・ 

ｃ
２
外
戚
及
び
大
臣
で

も
と
も
と
莽
が
喜
ば
な

か
っ
た
人
た
ち
に
対
し

て
、
莽
は
皆
こ
れ
ら
に
咎

を
附
け
加
え
引
致
し
て
罪

に
お
と
し
い
れ
た
。

・ 

ｃ
３
貧
民
を
助
け
た
。

そ
こ
で
公
卿
た
ち
も
み
な

こ
れ
を
慕
い
見
な
ろ
う

た
。

王
莽
伝
上

六



Ｄ
動
見
稱
述
・
群
臣
因
奏
言
太
后
﹁
委
任
大
司
馬
莽
定
策

安
宗
廟
﹂
ｐ
４
０
４
６

・
毎
有
水
旱
、
莽
輒
素
食
、
左
右
以
白
。
ｐ

４
０
５
０

・
太
后
下
詔
:﹁
王
氏
女
、
其
勿
采
。﹂
庶
民
・

諸
生
・
郎
吏
以
上
守
闕
上
書
者
日
千
余
人
、

公
卿
大
夫
或
詣
廷
中
、
或
伏
省
戸
下
、
咸
言
:

﹁
今
当
立
后
、
独
奈
何
廃
公
女
﹂
莽
遣
長
史

以
下
分
部
暁
止
公
卿
及
諸
生
、
而
上
書
者
愈

甚
。
太
后
不
得
已
、
聴
公
卿
采
莽
女
。
ｐ
４

０
５
１

－

２

・
公
卿
大
夫
・
博
士
・
議
郎
・
列
侯
張
純
等

九
百
二
人
皆
曰
:﹁
忠
臣
茂
功
莫
著
於
伊
周
、

而
宰
衡
配
之
。
為
九
命
之
錫
。
臣
請
命
錫
。﹂

奏
可
ｐ
４
０
７
２

・ 

ｄ
１
洪
水
や
旱
魃
の
あ

る
た
び
に
、
莽
は
す
ぐ
菜

食
し
て
、
左
右
の
者
が
こ

の
こ
と
を
太
后
に
言
上
す

る
。

・ 

ｄ
２
上
書
す
る
者
が
ま

す
ま
す
多
か
っ
た
。
太
后

は
や
む
を
得
ず
。

・ 

ｄ
３
九
百
二
人
が
み
な

﹁
錫
を
命
じ
た
も
う
よ
う

請
い
ま
つ
り
ま
す
﹂
と
上

奏
し
た
。

王
莽
伝
上

Ｅ
色
仁
行
違
・
附
順
者
拔
擢
、
忤
恨
者
誅
滅
。
莽
色
厲
而

言
方
、
欲
有
所
為
、
微
見
風
采
、
党
與
承
其

指
意
而
顕
奏
之
、
莽
稽
首
涕
泣
、
固
推
譲
焉
、

上
以
惑
太
后
、
下
用
示
信
於
衆
庶
。
ｐ
４
０

４
５

－

６

・
風
俗
使
者
八
人
還
、
言
天
下
風
俗
斉
同
、

詐
為
郡
国
造
歌
謡
、
頌
功
徳
、
凡
三
万
言
ｐ

４
０
７
６

・
平
帝
崩
、
︙
︙
是
月
、
前
輝
光
謝
囂
奏
武

功
長
孟
通
浚
井
得
白
石
、
上
円
下
方
、
有
丹

書
著
石
、
文
曰
﹁
告
安
漢
公
莽
為
皇
帝
﹂。

符
命
之
起
、
自
此
始
矣
。
莽
使
群
公
以
白
太

后
ｐ
４
０
７
８

－

９

・ 

ｅ
１
お
の
れ
に
附
き
順

う
者
は
拔
擢
し
た
が
、
逆

に
恨
む
者
は
誅
滅
し
た
。

莽
は
う
わ
べ
に
は
凛
然
た

る
顔
色
を
示
し
て
方
直
の

言
を
吐
い
て
い
た
が
、
心

に
期
す
る
と
こ
ろ
あ
れ

ば
、
そ
の
風
采
を
も
っ
て

微
か
に
諷
示
す
る
。
こ
う

し
て
上
は
太
后
を
惑
わ

し
、
下
は
多
く
の
人
々
に

信
義
を
示
し
た
。

・ 

ｅ
２
偽
作
し
た
も
の
を

郡
国
の
歌
謡
で
あ
る
と

詐
っ
て
功
徳
を
頌
え
、
お

よ
そ
三
万
字
を
連
ね
た
。

・ 

ｅ
３
符
命
の
起
る
こ
と

こ
こ
か
ら
始
ま
っ
た
。

王
莽
伝
上

Ｆ
佞
邪
之
材
・（
孔
）光
素
畏
慎
、不
敢
不
上
之
、莽
白
太
后
、

輒
可
其
奏
。
︙
︙
莽
之
所
以
脅
持
上
下
、
皆

此
類
也
ｐ
４
０
４
５

・
莽
既
説
衆
庶
、
又
欲
専
断
、
於
是
莽
人
人

延
問
、
致
密
恩
意
、
厚
加
贈
送
、
其
不
合
指
、

顕
奏
免
之
、
権
與
人
主
矣
ｐ
４
０
４
９

・ 

ｆ
１
莽
が
上
下
を
脅
か

し
従
わ
せ
た
方
法
は
、
す

べ
て
こ
れ
に
類
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。

・ 

ｆ
２
莽
は
人
心
を
喜
ば

せ
て
、
一
方
ま
た
専
断
し

よ
う
と
し
た
。

王
莽
伝
上

甄
豐
、
劉
歆
、
王
舜
為
莽
腹
心
、
倡
導
在
位
、

褒
揚
功
德
；
﹁
安
漢
﹂、﹁
宰
衡
﹂
之
號
及
封

莽
母
・
兩
子
・
兄
子
、
皆
豐
等
所
共
謀
、
而
豐
・

舜
・
歆
亦
受
其
賜
、
並
富
貴
矣
、
非
復
欲
令

莽
居
攝
也
。
居
攝
之
萌
、出
於
泉
陵
侯
劉
慶
・

前
煇
光
謝
囂
・
長
安
令
田
終
術
。
莽
羽
翼
已

成
、
意
欲
稱
攝
。
豐
等
承
順
其
意
、
莽
輒
復

封
舜
・
歆
兩
子
及
豐
孫
。
ｐ
４
１
２
３

・ 

ｆ
３
豐
ら
は
莽
の
腹
心

と
し
て
、
そ
の
賜
を
受

け
、
並
ん
で
富
貴
に
な
っ

た
。
莽
は
補
佐
の
陣
容
が

す
で
に
整
う
た
後
は
、
内

心
摂
皇
帝
と
称
し
た
い
と

思
っ
て
い
た
。
豐
ら
が
そ

の
意
を
承
け
て
順
う
と
、

莽
も
す
ぐ
ま
た
舜
と
歆
の

二
子
お
よ
び
豐
の
孫
を
封

じ
た
。

王
莽
伝
中

Ｇ
太
后
為
宗
・
平
帝
年
九
歳
、
太
后
臨
朝
称
制
、
委
政
於

莽
ｐ
４
０
４
４

・
知
太
后
猒
政
、
乃
風
公
卿
奏
言
:﹁
宜
皆

見
安
漢
公
。
又
太
后
不
宜
親
省
小
事
。﹂
ｐ

４
０
４
９

・
莽
欲
以
虚
名
説
太
后
、
白
言
﹁
親
承
前
孝

哀
丁
・
傅
奢
侈
之
後
、
百
姓
未
贍
者
多
、
太

后
宜
且
衣
繒
練
、
頗
損
膳
、
以
視
天
下
。﹂

ｐ
４
０
４
９

－

５
０

・ 

ｇ
１
太
后
が
政
務
を
厭

う
て
い
る
こ
と
を
知
る

と
、
そ
れ
と
な
く
ほ
の
め

か
し
て
公
卿
に
奏
上
さ
せ

た
。﹁
太
后
に
は
些
細
な

こ
と
な
ど
ご
親
裁
な
さ
ら

ぬ
ほ
う
が
よ
ろ
し
う
ご
ざ

い
ま
し
ょ
う
。﹂

・
ｇ
２
莽
は
虚
名
を
も
っ

て
太
后
を
喜
ば
せ
よ
う
と

思
っ
て
い
た
。

王
莽
伝
上

Ｈ
肆
其
姦
慝
・
莽
既
尊
重
、
欲
以
女
配
帝
為
皇
后
、
以
固

其
権
、
事
下
有
司
、
上
衆
女
名
、
王
氏
女
多

在
選
中
者
。
莽
恐
其
與
己
女
争
、
即
上
言
:

﹁
身
亡
徳
、
子
材
下
、
不
宜
與
衆
女
並
采
。﹂

太
后
以
為
至
誠　
ｐ
４
０
５
１

・ 

ｈ
１
莽
は
既
に
尊
重
さ

れ
た
が
、
女
を
帝
に
配
わ

し
皇
后
と
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
そ
の
権
力
を
固
め

た
い
と
望
ん
だ
。

王
莽
伝
上

七



・
莽
欲
擅
権
、
白
太
后
:﹁
今
帝
以
幼
年
復

奉
大
宗
、
為
成
帝
後
、
宜
明
一
統
之
義
、
以

戒
前
事
、
為
後
代
法
。﹂
ｐ
４
０
６
５

・ 

ｈ
２
莽
は
権
力
を
ほ
し

い
ま
ま
に
し
た
く
て
、
太

后
に
言
上
し
た
。

Ⅰ
篡
盜
之
禍
・
群
臣
乃
盛
陳
﹁
莽
有
定
国
安
漢
家
之
大
功
、

宜
賜
号
曰
安
漢
公
﹂
ｐ
４
０
４
６

・
太
保
舜
等
奏
言
、
及
民
上
書
者
八
千
余
人
、

咸
曰
:﹁
伊
尹
為
阿
衡
、
周
公
為
太
宰
﹂
有

司
請
﹁
采
伊
尹
、
周
公
称
号
、
加
公
為
宰
衡
、

位
上
公
。﹂
莽
求
見
固
譲
。
ｐ
４
０
６
６

－

７・
泉
陵
侯
劉
慶
上
書
言
:﹁
宜
令
安
漢
公
行

天
子
事
﹂
ｐ
４
０
７
８

・
平
帝
崩
、
得
白
石
、
有
丹
書
著
石
、
文
曰

﹁
告
安
漢
公
莽
為
皇
帝
﹂。
太
后
曰
:﹁
此
誣

罔
天
下
、
不
可
施
行
！
﹂
太
保
舜
謂
太
后
:

﹁
事
已
如
此
、
無
可
奈
何
、
沮
之
力
不
能
止
。﹂

下
詔
曰
:﹁
︙
︙
云
﹃
為
皇
帝
﹄
者
、
乃
摂

行
皇
帝
之
事
也
。﹂
ｐ
４
０
７
８

－

９

・ 

ｉ
１
宜
し
く
号
を
賜
て

安
漢
公
と
称
す
。

・ 

ｉ
２
公
に
宰
衡
の
号
を

加
え
、
上
公
の
位
に
つ
け

る
。

・ 

ｉ
３
﹁
安
漢
公
莽
に
告

ぐ
、
皇
帝
た
れ
﹂
と

・ 

ｉ
４
も
は
や
ど
う
し
よ

う
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
こ

れ
を
沮
も
う
に
も
力
で
は

止
め
よ
う
が
あ
り
ま
せ

ん
。

王
莽
伝
上

Ｊ
推
是
言

之
、亦
天
時
、

非
人
力
之
致

矣

ま
た
、
著
者
の
王
莽
へ
の
全
体
的
な
評
価
を
Ｘ
２
と
し
、﹁
賛
﹂
の
総
括
的

評
価
を
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｉ
Ｊ
と
し
て
、
史
料
へ
の
個
別
評
価
を
ａ
ｂ
ｃ
ｄ

ｅ
ｆ
ｇ
ｈ
ｉ
ｊ
と
す
れ
ば
、
以
下
の
公
式
が
得
ら
れ
る
。

　
　

�

Ｘ
２
＝
Ａ
・ａ
＋
Ｂ
・
ｂ
＋
Ｃ
・ｃ
１
、
ｃ
２
、
ｃ
３
＋
Ｄ
・
ｄ
１
、
ｄ
２
、

ｄ
３
＋
Ｅ
・
ｅ
１
、
ｅ
２
、
ｅ
３
＋
Ｆ
・
ｆ
１
、
ｆ
２
、
ｆ
３
＋
Ｇ
・
ｇ

１
、
ｇ
２
＋
Ｈ
・
ｈ
１
、
ｈ
２
＋
Ｉ
・
ｉ
１
、
ｉ
２
、
ｉ
３
、
ｉ
４
＋
Ｊ

こ
れ
に
よ
れ
ば
、﹃
漢
書
﹄
著
者
に
お
け
る
﹁
位
に
居
り
政
を
輔
け
る
﹂
時

代
の
王
莽
評
価
の
全
体
像
は
以
下
の
と
お
り
と
な
る
。

当
初
、
大
将
軍
の
位
を
目
指
し
、
陰
謀
で
自
分
の
上
位
に
い
た
外
戚
の
淳
于

長
を
害
し
て
38
才
で
抜
擢
さ
れ
、
大
将
軍
に
任
じ
ら
れ
て
、
高
位
で
政
を
輔
け

る
に
及
ん
だ
。
成
・
哀
二
帝
の
際
、
国
家
の
た
め
に
勤
労
し
、
前
人
を
し
の
ぐ

名
誉
を
挙
げ
よ
う
と
望
ん
で
、
お
の
れ
に
克
っ
て
自
か
ら
い
よ
い
よ
倹
約
し

た
。
道
を
直
く
し
て
行
い
、
名
儒
の
士
大
夫
を
尊
敬
し
た
。
外
戚
や
大
臣
で
、

も
と
も
と
莾
が
喜
ば
な
か
っ
た
者
に
対
し
て
は
、
こ
れ
ら
に
咎
を
付
け
加
え
引

致
し
て
罪
に
お
と
し
い
れ
た
。
金
銭
や
封
地
を
献
じ
、
貧
民
を
助
け
給
し
、
そ

こ
で
公
卿
た
ち
皆
な
こ
れ
を
慕
い
見
な
ら
っ
た
。

洪
水
や
旱
魃
の
あ
る
た
び
に
、
莾
は
す
ぐ
菜
食
し
た
。
左
右
の
者
が
こ
の
こ

と
を
太
后
に
言
上
し
た
。
や
や
も
す
れ
ば
称
え
述
べ
ら
れ
た
。
莾
の
た
め
上
書

す
る
者
は
甚
し
く
、
太
后
は
や
む
を
得
ず
そ
の
言
を
聴
き
と
ど
け
た
。
公
卿
・

表
に
よ
れ
ば
、﹁
賛
﹂
に
い
う
﹁
位
に
居
り
政
を
輔
け
る
﹂
時
代
の
王
莽
に

つ
い
て
の
評
価
は
、﹁
推
是
言
之
、
亦
天
時
、
非
人
力
之
致
矣
﹂
と
い
う
﹁
推
﹂

論
を
除
い
て
す
べ
て
本
伝
等
関
連
す
る
個
別
な
詳
し
い
評
価
あ
る
こ
と
が
分

か
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、﹁
始
め
外
戚
に
起
す
﹂
か
ら
の
第
一
段
階
と
比
べ
る

と
﹁
位
に
居
り
政
を
輔
け
る
﹂
か
ら
の
第
二
段
階
に
つ
い
て
の
総
括
的
評
価
は
、

史
料
に
基
づ
い
た
客
観
的
評
価
が
殆
ど
で
あ
る
が
、﹁
推
﹂
論
と
よ
ぶ
主
観
的

評
価
に
も
あ
る
特
徴
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

八



大
夫
・
博
士
・
列
侯
ら
九
百
二
人
が
上
奏
し
、
莾
に
錫
を
命
じ
る
よ
う
に
請
っ

た
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
家
に
あ
り
て
も
必
ず
聞
え
、
国
に
あ
り

て
も
必
ず
聞
え
」
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

王
莾
は
「
色
に
仁
を
取
り
て
、
行
な
い
は
違
う
」
も
の
で
は
な
い
か
。
己
に

つ
き
順
う
者
は
拔
擢
し
、
逆
ら
い
恨
む
者
は
こ
れ
を
誅
滅
す
る
。
莾
は
う
わ
べ

に
は
凛
然
た
る
顔
色
を
示
し
て
方
直
の
言
を
吐
い
て
い
た
が
、
心
に
期
す
る
と

こ
ろ
が
あ
れ
ば
、
風
采
を
も
っ
て
微
か
に
諷
示
し
、
上
は
太
后
を
惑
わ
し
、
下

は
多
く
の
人
々
に
信
義
を
示
し
た
。
偽
作
し
た
功
徳
を
頌
え
る
郡
国
の
歌
謡
を

奏
上
し
、「
安
漢
公
莾
に
告
ぐ
、
皇
帝
た
れ
」
の
白
石
に
よ
り
、
符
命
を
起
っ

て
始
ま
っ
た
。

莾
は
不
仁
で
佞
邪
の
素
質
が
あ
り
、
ま
た
伯
叔
父
の
四
人
が
歴
世
相
次
い
で

政
を
秉
っ
た
権
勢
に
乗
じ
、
漢
室
の
中
ご
ろ
の
衰
微
に
遭
っ
て
は
、
国
統
が
三

た
び
絶
え
た
時
代
で
あ
っ
た
。
莾
は
人
心
を
喜
ば
せ
る
一
方
、
ま
た
専
断
し
よ

う
と
し
た
。
彼
の
上
下
を
脅
持
す
る
所
以
は
、
皆
こ
れ
に
類
す
る
こ
と
で
あ
る
。

太
后
が
長
生
き
し
て
一
族
の
宗
主
と
な
っ
た
と
き
、
王
莾
は
太
后
が
政
務
を

厭
う
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
そ
れ
と
な
く
ほ
の
め
か
し
て
、
公
卿
に
「
太
后
に

は
些
細
な
事
な
ど
ご
親
裁
な
さ
ら
ぬ
」
と
奏
上
さ
せ
た
。
莾
は
よ
く
虚
名
を
以

て
太
后
を
喜
ば
せ
よ
う
と
思
い
、
太
后
に
上
奏
す
る
。
そ
う
し
た
こ
と
の
ゆ
え

に
お
の
れ
の
邪
魔
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
こ
と
を
得
、
莾
は
尊
重
さ
れ
た
が
、

女
を
帝
に
配
わ
し
、
皇
后
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
権
力
を
固
め
た
い
と
望

ん
で
い
た
。

安
漢
公
と
号
し
、「
為
宰
衡
」
と
な
り
、
さ
ら
に
「
為
皇
帝
」
と
な
っ
て
、

皇
位
を
奪
い
盗
む
禍
い
を
成
し
と
げ
た
。
事
が
既
に
こ
の
よ
う
に
な
っ
た
の

で
、
太
后
は
も
は
や
ど
う
し
よ
う
も
な
く
、
こ
れ
を
阻
も
う
に
も
、
力
で
は
止

め
よ
う
が
な
く
な
っ
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
推
し
て
言
え
ば
、
こ
れ
も
ま
た
天
の
時
で
あ
り
、
人
力
の
致

す
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、﹃
漢
書
﹄
王
莽
伝
の
﹁
賛
﹂
と
い
う
総
括
的
評
価
の
﹁
綱
﹂

に
し
た
が
い
、﹃
漢
書
﹄
の
他
の
と
こ
ろ
に
み
ら
れ
る
王
莽
へ
の
個
別
的
評
価

の
﹁
目
﹂
を
探
し
出
し
な
が
ら
、
二
者
を
合
わ
せ
た
こ
と
で
、
著
者
の
王
莽
評

価
の
全
体
像
が
い
よ
い
よ
み
え
て
き
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
こ
と
に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
以
下
の
２
点
で
あ
る
。

１
つ
は
﹁
賛
﹂
だ
け
で
読
み
と
れ
な
い
著
者
の
王
莽
評
価
の
詳
細
で
あ
る
。

例
え
ば
﹁
賛
﹂
の
冒
頭
で
の
﹁
始
め
外
戚
に
起
す
﹂
と
い
う
総
括
的
評
価
に
つ

い
て
は
、
王
莽
が
出
身
し
た
外
戚
は
普
通
の
も
の
で
は
な
く
、
前
漢
時
代
に
最

も
強
い
も
の
、
す
な
わ
ち
﹁
外
戚
と
し
て
こ
れ
以
上
盛
ん
な
も
の
は
な
い
﹂
成

帝
の
母
で
あ
る
元
帝
の
王
皇
后
11

一
族
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
﹁
外

戚
伝
下
﹂
に
著
者
が
個
別
的
に
評
価
し
た
こ
と
で
わ
か
る
。

も
う
１
つ
は
、﹁
賛
﹂
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
王
莽
へ
の
人
物
判
断
に
つ
い
て
、

そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
信
憑
性
が
あ
る
の
か
と
い
う
点
を
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
た

こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
３
.
１
の
Ｄ
宗
族
稱
孝
・
Ｅ
師
友
歸
仁
と
い
う
﹁
賛
﹂

の
総
括
評
価
に
つ
い
て
は
、
た
し
か
に
﹁
王
莽
伝
﹂
に
関
連
史
料
を
見
出
し
た

が
、
そ
の
史
料
に
つ
い
て
の
個
別
評
価
が
み
あ
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
関
連
史

九



料
は
存
在
す
る
の
で
、﹁
賛
﹂
の
Ｄ
と
Ｅ
の
総
括
的
評
価
は
史
料
に
基
づ
い
た

判
断
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
３
.
２
の
Ｊ
﹁
推
是

言
之
、
亦
天
時
、
非
人
力
之
致
矣
﹂
と
い
う
判
断
に
つ
い
て
は
、
関
連
す
る
史

料
も
個
別
評
価
も
み
あ
た
ら
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
評
価
は
主
観
的
判
断
と

し
か
認
め
ら
れ
な
い
。

４　
「
竊
位
南
面
」
時
代
に
お
け
る
王
莾
評
価
の
全
体
像

王
莽
は
﹁
假
皇
帝
﹂
と
﹁
真
皇
帝
﹂
と
２
つ
の
号
を
持
し
た
人
間
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
経
験
は
中
国
史
上
に
あ
っ
た
４
０
０
余
人
の
皇
帝
の
な
か
に
も
珍

し
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
は
﹁
假
皇
帝
﹂
期
と
﹁
真
皇
帝
﹂
期
の
王

莽
へ
の
﹃
漢
書
﹄
評
価
の
全
体
像
を
た
ど
っ
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

　

４
．
１　
「
假
皇
帝
」
と
「
真
皇
帝
」
の
「
竊
位
南
面
」
時
代

﹃
漢
書
﹄
王
莽
伝
﹁
賛
﹂
に
い
う
﹁
位
を
竊
み
南
面
す
る
﹂
時
代
が
何
年
に

始
ま
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
著
者
は
は
っ
き
り
示
し
て
い
な
い
。
一
般
的
に

﹁
南
面
す
る
﹂
と
は
天
子
や
皇
帝
を
指
す
言
葉
12

で
あ
る
が
、
王
莽
の
場
合
は

二
回
も
皇
帝
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
回
目
は
﹁
假
皇
帝
﹂（
ま
た
は
﹁
攝

皇
帝
﹂）
と
し
て
、
二
回
目
は
﹁
真
皇
帝
﹂
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
王
莽
伝
﹁
賛
﹂

に
い
う
﹁
位
を
竊
み
南
面
す
る
﹂
の
は
﹁
假
皇
帝
﹂
と
﹁
真
皇
帝
﹂
と
の
両
方

を
総
括
的
に
指
し
て
い
る
と
考
え
る
。
そ
の
理
由
は
２
つ
あ
る
。

１
つ
目
は
、﹁
假
皇
帝
﹂
王
莽
の
﹁
南
面
朝
群
臣
﹂
と
い
う
史
料
が
別
に
あ

り
、
参
照
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。﹃
漢
書
﹄
王
莽
伝
上
に
、
漢
の
平
帝

が
14
歳
で
死
ん
だ
元
始
５
（
５
）
年
12
月
、﹁
群
臣
は
奏
上
し
て
言
っ
た
。﹁
臣

は
太
后
に
安
漢
公
が
攝
政
の
位
を
践
祚
し
、
南
面
し
て
群
臣
を
朝
し
、
政
事
を

聴
か
せ
ら
れ
ま
し
て
、
祭
祝
の
辞
で
は
﹃
假
皇
帝
﹄
と
い
い
、
臣
民
は
こ
れ
を

﹃
攝
皇
帝
﹄
と
い
い
ま
す
よ
う
請
い
ま
す
。﹂
太
后
は
詔
を
下
し
て
﹁
よ
ろ
し
﹂

と
言
っ
た
。
翌
年
、
年
号
を
改
め
て
居
攝
と
い
っ
た
（
群
臣
奏
言
﹁
臣
請
安
漢

公
居
攝
践
祚
、
南
面
朝
群
臣
、
聴
政
事
。
賛
曰
﹃
假
皇
帝
﹄、
民
臣
謂
之
﹃
攝

皇
帝
﹄﹂
太
后
詔
曰
﹁
可
。﹂
明
年
、
改
元
曰
居
攝
）
と
い
う
記
載
が
あ
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
こ
で
の
﹁
南
面
し
て
群
臣
を
朝
す
る
﹂
者
は
真
皇
帝
で
は
な
く
、

﹁
假
皇
帝
﹂
や
﹁
攝
皇
帝
﹂
を
指
し
て
い
る
の
は
違
い
な
い
。
ゆ
え
に
、
本
伝

﹁
賛
﹂
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
﹁
位
を
竊
み
南
面
す
る
﹂
皇
帝
と
は
、
こ
の
史
料

で
い
う
﹁
南
面
し
て
群
臣
を
朝
す
る
﹂
者
と
同
一
人
物
の
﹁
假
皇
帝
﹂
や
﹁
攝

皇
帝
﹂
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

２
つ
目
は
、
著
者
が
﹁
竊
位
﹂
と
し
た
言
葉
遣
い
に
酷
似
し
て
い
る
﹁
盜
位
﹂

と
い
う
史
料
も
あ
る
こ
と
で
あ
る
。﹃
漢
書
﹄
律
暦
志
下
に
﹁
平
帝
は
、﹃
本
紀
﹄

に
よ
れ
ば
在
位
が
元
始
の
五
年
間
で
、
宣
帝
の
玄
孫
嬰
を
継
嗣
と
し
、
こ
れ
を

孺
子
と
い
う
。
孺
子
は
、﹃
本
紀
﹄
に
よ
れ
ば
新
都
侯
王
莽
の
居
攝
の
三
年
間
、

王
莽
が
攝
位
に
お
り
、
そ
の
上
で
帝
位
を
盗
み
襲
ぎ
、
僭
称
し
て
新
室
と
号

し
た
。
始
建
国
は
五
年
、
天
鳳
は
六
年
、
地
皇
は
三
年
で
、﹃
本
紀
﹄
に
よ
れ

ば
盗
位
す
る
こ
と
十
四
年
で
あ
っ
た
。
更
始
帝
は
、﹃
本
紀
﹄
に
よ
れ
ば
漢
の

宗
室
と
し
て
王
莽
を
滅
ぼ
し
、
在
位
二
年
で
あ
っ
た
。
赤
眉
の
賊
が
宗
室
の
劉

盆
子
を
立
て
て
、
更
始
帝
を
滅
ぼ
し
た
。
漢
の
元
年
か
ら
更
始
二
年
ま
で
、
お

よ
そ
二
百
三
十
歲
で
あ
っ
た
（
平
帝
、
著
紀
即
位
元
始
五
年
、
以
宣
帝
玄
孫
嬰

一
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為
嗣
、
謂
之
孺
子
。
孺
子
、
著
紀
新
都
侯
王
莽
居
攝
三
年
、
王
莽
居
攝
、
盜
襲

帝
位
、
竊
號
曰
新
室
。
始
建
國
五
年
、
天
鳳
六
年
、
地
皇
三
年
、
著
紀
盜
位
十

四
年
。
更
始
帝
、
著
紀
以
漢
宗
室
滅
王
莽
、
即
位
二
年
。
赤
眉
賊
立
宗
室
劉
盆

子
、
滅
更
始
帝
。
自
漢
元
年
訖
更
始
二
年
、
凡
二
百
三
十
歲
）﹂
と
あ
る
。
こ

の
史
料
に
よ
れ
ば
、﹃
漢
書
﹄
著
者
の
﹁
賛
﹂
に
い
う
﹁
竊
位
（
位
を
ぬ
す
む
）﹂

と
は
、
こ
こ
で
い
う
﹁
盗
位
（
位
を
ぬ
す
む
）﹂
と
同
じ
と
い
え
る
は
ず
で
あ

る
。
と
す
れ
ば
、﹁
盗
位
す
る
こ
と
十
四
年
で
あ
っ
た
﹂﹁
真
皇
帝
﹂
の
意
と
考

え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
史
料
で
は
﹁
盜
位
﹂
以
外
に
﹁
盜
襲
帝
位
﹂
や
﹁
竊
號
曰
新

室
﹂
と
い
う
言
葉
も
使
っ
て
い
る
こ
と
は
無
視
で
き
な
い
。
な
に
よ
り
、
史
料

の
中
で
王
莽
が
﹁
居
攝
﹂﹁
始
建
國
﹂﹁
天
鳳
﹂﹁
地
皇
﹂
と
、
い
く
ら
新
し
い

年
号
を
作
っ
て
も
、
そ
の
王
朝
は
漢
の
一
部
と
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
王
莽
の
﹁
盜
襲
帝
位
﹂
や
﹁
竊
號
曰
新
室
﹂・﹁
盜

位
﹂
と
い
う
の
は
、
い
ず
れ
も
彼
が
﹁
漢
﹂
帝
国
に
対
し
て
の
﹁
位
を
竊
む
﹂

こ
と
と
﹁
南
面
す
る
﹂
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、﹁
賛
﹂
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
﹁
位
を
竊
み
南
面
す
る
﹂
と
い
う
時

代
は
、
平
帝
が
死
ん
だ
翌
年
の
居
攝
元
（
６
）
年
か
ら
、﹁
新
﹂
と
い
う
帝
国

を
成
立
す
る
ま
で
の
三
年
間
と
、
そ
れ
よ
り
後
の
建
国
元
（
９
）
~
建
国
五

（
13
）
年
（
=
初
始
元
年
）
及
び
天
鳳
元
（
14
）~
天
鳳
六
（
19
）
年
か
ら
最
後

の
地
皇
元
（
20
）
~
王
莽
が
死
ぬ
ま
で
の
地
皇
４
（
２
３
）
年
、
す
な
わ
ち
王

莽
の
51
~
68
歳
の
17
年
間
に
あ
た
る
﹁
假
皇
帝
﹂
と
﹁
真
皇
帝
﹂
時
代
で
あ
る

と
い
え
る
。

４
．
２　

個
別
評
価
か
ら
「
竊
位
南
面
」
期
王
莾
に
関
す
る
全
体
評
価
の
復
元

﹁
假
皇
帝
﹂
と
﹁
真
皇
帝
﹂
時
代
の
王
莽
に
対
し
て
は
﹁
賛
﹂
に
﹁
及
其
竊

位
南
面
、
處
非
所
據
、
顚
覆
之
勢
險
於
桀
紂
、
而
莽
晏
然
自
以
黃
・
虞
復
出
也
。

乃
始
恣
睢
、
奮
其
威
詐
、
滔
天
虐
民
、
窮
凶
極
惡
、
毒
流
諸
夏
、
亂
延
蠻
貉
、

猶
未
足
逞
其
欲
焉
。
是
以
四
海
之
內
、
囂
然
喪
其
樂
生
之
心
、
中
外
憤
怨
、
遠

近
俱
發
、
城
池
不
守
、
支
體
分
裂
、
遂
令
天
下
城
邑
爲
虛
、
丘
壟
發
掘
、
害
徧

生
民
、
辜
及
朽
骨
、
自
書
傳
所
載
亂
臣
賊
子
無
道
之
人
、
考
其
禍
敗
、
未
有
如

莽
之
甚
者
也
（
位
を
竊
み
南
面
す
る
に
及
ん
で
も
、
な
お
そ
の
地
位
は
根
拠
の

な
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
顚
覆
の
勢
い
は
桀
・
紂
に
も
ま
し
て
険
し
か
っ

た
。
し
か
る
に
莽
は
安
閑
と
し
て
み
ず
か
ら
黄
帝
・
虞
帝
の
復
出
で
あ
る
と
し
、

か
く
て
始
め
て
ほ
し
い
ま
ま
を
き
わ
め
、
そ
の
威
し
と
詐
り
を
奮
い
、
天
を
あ

な
ど
り
民
を
虐
げ
、
凶
を
窮
め
悪
を
極
し
た
た
め
、
そ
の
害
毒
は
中
夏
の
諸
国

に
流
れ
、
ひ
い
て
は
争
乱
が
蛮
貉
に
及
ん
だ
が
、
し
か
も
な
お
そ
の
欲
を
逞
し

う
す
る
に
足
ら
ぬ
ふ
う
で
あ
っ
た
。
さ
れ
ば
四
海
の
內
民
は
生
を
楽
し
む
心
を

囂
然
と
喪
失
し
、
中
外
は
憤
り
怨
ん
で
、
遠
近
が
共
に
起
ち
上
が
っ
た
の
で
あ

る
。
城
池
を
守
れ
ず
、
肢
体
を
分
裂
さ
れ
て
、
つ
い
に
天
下
の
城
邑
を
廃
墟
と

し
、
墳
墓
を
発
か
れ
、
そ
の
害
は
生
民
に
あ
ま
ね
く
、
そ
の
辜
は
朽
骨
に
及
ん

だ
。
古
書
旧
伝
の
記
載
に
よ
っ
て
乱
臣
賊
子
や
無
道
の
人
の
禍
い
と
失
敗
を
考

え
て
み
る
に
、
お
よ
そ
莽
ほ
ど
極
端
な
者
は
か
つ
て
な
か
っ
た
）。﹂
と
総
括
的

に
評
価
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
次
に
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
個
別
的
評
価
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
ま

ず
は
、﹁
賛
﹂
に
関
連
す
る
史
料
お
よ
び
個
別
評
価
を
次
の
表
に
ま
と
め
た
。

一
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賛
の
評
価

関
連
史
料

個
別
的
評
価

出
典
13

Ａ
竊
位
南
面

處
非
所
據
、
・
而
本
朝
短
世
、
国
統
三
絶
、
是
故

王
莽
知
漢
中
外
殫
微
、
本
末
倶
弱
、

亡
所
忌
憚
、
生
其
姦
心
。
因
母
后
之

権
、
假
伊
周
之
称
、
顓
作
威
福
廟
堂

之
上
、
不
降
階
序
而
運
天
下
。
詐
謀

既
成
、
遂
拠
南
面
之
尊
ｐ
３
９
６

・ 

ａ
１
成
・
哀
・
平
三
帝
の
本
朝

は
み
な
代
が
短
く
て
継
嗣
が
な

く
、
国
統
は
三
た
び
絶
え
た
。
そ

れ
ゆ
え
王
莽
は
漢
朝
が
内
外
と
も

に
尽
き
衰
え
、
本
末
と
も
に
弱

ま
っ
た
こ
と
を
知
り
、
何
ら
は
ば

か
る
も
の
な
く
な
っ
て
、
そ
の
姦

心
を
生
じ
た
。
皇
太
后
の
権
威
に

よ
り
、
伊
尹
・
周
公
の
盛
名
を
仮

り
、
も
っ
ぱ
ら
威
福
を
朝
廷
に
つ

く
り
な
し
、
階
を
く
だ
る
こ
と
さ

え
せ
ず
に
天
下
を
運
ら
し
う
ご
か

し
た
。
詐
謀
を
成
就
し
て
、
つ
い

に
南
面
の
尊
位
に
拠
っ
た
。

諸
侯
王
表

序

・
宗
室
広
饒
侯
劉
京
上
書
言
、
天
公

使
我
告
亭
長
曰
﹃
攝
皇
帝
当
為
真
。﹄

即
不
信
我
、
此
亭
中
当
有
新
井
。﹂

ｐ
４
０
９
３　

衆
庶
知
其
奉
符
命
、

指
意
群
臣
博
議
別
奏
、
以
視
即
真
之

漸
矣
。
ｐ
４
０
９
４

・ 
ａ
２
人
々
は
莽
が
符
命
を
奉
じ

た
意
向
を
知
り
、
群
臣
は
博
く
考

え
は
か
り
、
別
に
奏
上
し
て
真
皇

帝
に
即
位
す
る
順
序
次
第
を
示
し

た
。

王
莽
伝
上

Ｂ
顛
覆
之
勢

險
於
桀
紂

隗
囂
為
大
將
軍
、攻
殺
雍
州
牧
陳
慶
・

安
定
卒
正
王
旬
、
并
其
眾
、
移
書
郡

縣
、
數
莽
罪
惡
萬
於
桀
紂
（
莽
の
罪

悪
は
桀
・
紂
に
万
倍
す
る
と
数
え
立

て
た
）
ｐ
４
１
８
７

王
莽
伝
下

Ｃ
自
以
黄
・

虞
復
出

・
孝
元
皇
后
、
王
莽
之
姑
也
。
莽
自

謂
黄
帝
之
後
、
其
﹃
自
本
﹄
曰
:
黄

帝
姓
姚
氏
、
八
世
生
虞
舜
ｐ
４
０
１

３

・ 

ｃ
１
莽
は
み
ず
か
ら
黄
帝
の
子

孫
で
あ
る
と
言
う
。

元
皇
后
伝

・
莽
至
高
廟
拜
受
金
匱
神
嬗
。
御
王

冠
、
謁
太
后
、
下
書
曰
:﹁
予
以
不
德
、

託
于
皇
初
祖
考
黃
帝
之
後
、
皇
始
祖

考
虞
帝
之
苗
裔
、
即
真
天
子
位
、
定

・ 

ｃ
２
身
を
皇
初
祖
考
た
る
黃
帝

の
後
裔
、
皇
始
祖
考
た
る
虞
帝
の

後
裔
に
託
す

王
莽
伝
上

有
天
下
之
號
曰
新
（
真
天
子
の
位
を

即
き
、
天
下
を
有
つ
国
号
を
﹃
新
﹄

と
定
め
る
）﹂
ｐ
４
０
９
５

・
咨
爾
賊
臣
、纂
漢
滔
天
、行
驕
夏
癸
、

虐
烈
商
辛
。偽
稽
黄
・
虞
、繆
称
典
文
、

衆
怨
神
怒
、悪
復
誅
臻
。
百
王
之
極
、

究
其
姦
昏
。
述
﹁
王
莽
伝
﹂
ｐ
４
２

７
０

・ 

ｃ
３
偽
り
を
黄
帝
・
虞
舜
の
古

え
に
託
し
て
稽
え
、
繆
き
聖
典
の

文
章
に
称
り
た
た
め
る
。

敘
伝

Ｄ
乃
始
恣
睢
、

奮
其
威
詐

・（
甄
）
尋
復
作
符
命
、
言
故
漢
氏

平
帝
后
黃
皇
室
主
為
尋
之
妻
。
莽
以

詐
立
、
心
疑
大
臣
怨
謗
、
欲
震
威
以

懼
下
、
因
是
發
怒
曰
:﹁
黃
皇
室
主

天
下
母
、
此
何
謂
也
﹂
收
捕
尋
ｐ
４

１
２
３

・
有
用
方
技
待
詔
黃
門
者
、
或
問
以

莽
形
貌
、
待
詔
曰
:﹁
莽
所
謂
鴟
目

虎
吻
豺
狼
之
聲
者
也
、
故
能
食
人
、

亦
當
為
人
所
食
。﹂
問
者
告
之
、
莽

誅
滅
待
詔
、
而
封
告
者
。
後
常
翳
雲

母
屏
面
、
非
親
近
莫
得
見
也
ｐ
４
１

２
４

・
莽
即
真
、
尤
備
大
臣
、
抑
奪
下
權
、

朝
臣
有
言
其
過
失
者
、
輒
拔
擢
ｐ
４

１
３
５

・ 

ｄ
１
莽
は
心
中
も
し
そ
の
と
お

り
に
す
れ
ば
大
臣
た
ち
に
怨
み
謗

ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
い
、

む
し
ろ
威
力
を
震
っ
て
下
を
懼
れ

さ
せ
よ
う
と
思
っ
た
。
そ
こ
で
怒

り
を
発
し
た
。

・ 

ｄ
２
莽
は
（
莽
の
顔
つ
き
を
外

部
に
言
っ
た
）
待
詔
を
誅
殺
し
、

告
げ
た
人
を
侯
に
封
じ
た
。

・ 

ｄ
３
莽
は
真
皇
帝
の
位
に
即
い

て
以
来
、
何
よ
り
も
大
臣
が
下
役

の
権
限
を
抑
奪
す
る
こ
と
に
備
え

て
、
朝
臣
で
そ
の
過
失
を
告
発
す

る
も
の
が
お
れ
ば
、
す
ぐ
に
拔
擢

し
た
。

王
莽
伝
中

・
敕
令
掘
單
于
知
墓
、
棘
鞭
其
屍
。

又
令
匈
奴
卻
塞
於
漠
北
、
責
單
于
馬

萬
匹
、
牛
三
萬
頭
、
羊
十
萬
頭
、
及

稍
所
略
邊
民
生
口
在
者
皆
還
之
。
莽

好
為
大
言
如
此
ｐ
４
１
３
９

－

４
０

・
莽
好
空
言
、
慕
古
法
、
多
封
爵
人
、

性
實
遴
嗇
、
ｐ
４
１
５
０

・ 

ｄ
４
莽
が
好
ん
で
大
言
を
弄
し

た
こ
と
は
こ
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　

莽
が
空
言
を
好
み
、
古
法
を
慕

い
、
人
に
封
爵
を
与
え
る
の
多

か
っ
た
の
も
、
実
は
本
性
が
吝
嗇

だ
。
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・
莽
遣
使
者
即
赦
盜
賊
、
還
言
﹁
盜

賊
解
、
輒
復
合
。
問
其
故
、
皆
曰
愁

法
禁
煩
苛
、不
得
舉
手
。
力
作
所
得
、

不
足
以
給
貢
稅
。
閉
門
自
守
、
又
坐

鄰
伍
鑄
錢
挾
銅
、
姦
吏
因
以
愁
民
。

民
窮
、
悉
起
為
盜
賊
。﹂
莽
大
怒
、

免
之
。
其
或
順
指
、
言
﹁
民
驕
黠
當

誅
﹂、及
言﹁
時
運
適
然
、且
滅
不
久
﹂、

莽
說
、
輒
遷
之
ｐ
４
１
５
０

－

５
１

・（
孔
）
仁
見
莽
免
冠
謝
、
莽
使
尚

書
劾
仁
:﹁
乘
乾
車
、
駕
巛
馬
、
左

蒼
龍
、
右
白
虎
、
前
朱
雀
、
後
玄
武
、

右
杖
威
節
、
左
負
威
斗
、
號
曰
赤
星
、

非
以
驕
仁
、乃
以
尊
新
室
之
威
命
也
。

仁
擅
免
天
文
冠
、
大
不
敬
。﹂
有
詔

勿
劾
、更
易
新
冠
。
其
好
怪
如
此（
師

古
﹁
言
莽
性
好
為
鬼
神
怪
異
之
事
﹂）

ｐ
４
１
５
３

・
令
東
方
檻
車
傳
送
數
人
、
言
﹁
劉

伯
升
等
皆
行
大
戮
﹂。
民
知
其
詐
也

ｐ
４
１
８
４

・ 

ｄ
５
莽
は
大
い
に
怒
っ
て
、
そ

の
人
の
職
を
免
じ
た
。

莽
は
喜
ん
で
、
す
ぐ
こ
れ
を
昇
進

さ
せ
た
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。

・ 

ｄ
６
そ
の
怪
異
を
好
む
こ
と
こ

の
よ
う
で
あ
っ
た
。

・ 

ｄ
７
民
は
そ
の
詐
り
を
知
っ
て

い
た
。

王
莽
伝
下

Ｅ
滔
天
虐
民
、

窮
凶
惡
極

・
是
時
百
姓
便
安
漢
五
銖
錢
、
以
莽

錢
大
小
兩
行
難
知
。於
是
農
商
失
業
、

食
貨
俱
廢
、
民
人
至
涕
泣
於
市
道
。

及
坐
賣
買
田
宅
奴
婢
、
鑄
錢
、
自
諸

侯
卿
大
夫
至
于
庶
民
、
抵
罪
者
不
可

勝
數
ｐ
４
１
１
２

・
初
設
六
筦
之
令
。
命
縣
官
酤
酒
、

賣
鹽
鐵
器
、
鑄
錢
、
諸
采
取
名
山
大

澤
眾
物
者
稅
之
。
又
令
市
官
收
賤
賣

貴
、
賒
貸
予
民
、
收
息
百
月
三
。
犧

和
置
酒
士
、
郡
一
人
、
乘
傳
督
酒
利
。

禁
民
不
得
挾
弩
鎧
、
徙
西
海
ｐ
４
１

１
８

・ 

ｅ
１
そ
こ
で
農
夫
商
人
は
生
業

を
失
い
、
そ
の
た
め
食
品
と
財
物

も
と
も
に
そ
の
姿
を
消
し
て
し

ま
っ
た
の
で
、
人
民
が
市
場
や
道

路
で
涕
泣
す
る
に
至
っ
た
。
ま
た

田
宅
・
奴
婢
を
売
買
し
め
る
い
は

銭
を
私
鋳
し
た
こ
と
で
法
に
触
れ

た
者
は
、
諸
侯
卿
大
夫
を
は
じ
め

庶
民
に
ま
で
至
り
、
罪
に
陥
っ
た

者
が
数
え
き
れ
ぬ
ほ
ど
多
か
っ

た
。

王
莽
伝
中

地
皇
元
年
下
書
曰
:﹁
方
出
軍
行
師
、

敢
有
趨
讙
犯
法
者
、
輒
論
斬
、
毋
須

時
、盡
歲
止
。﹂於
是
春
夏
斬
人
都
市
、

百
姓
震
懼
、
道
路
以
目
ｐ
４
１
５
８

・ 

ｅ
２
百
姓
は
震
え
懼
れ
、
道
路

で
た
が
い
に
目
く
ば
せ
を
し
た
。
王
莽
伝
下

百
姓
憒
乱
、其
貨
不
行
。
莽
性
躁
擾
、

不
能
無
為
、
毎
有
所
興
造
、
必
欲
依

古
得
経
文
ｐ
１
１
７
９

・ 

ｅ
３
莽
は
性
來
お
ち
つ
が
な

く
、
無
為
で
お
ら
れ
ず
、
何
事
か

を
興
こ
す
ご
と
に
、
か
な
ら
ず
古

制
に
依
り
そ
の
典
拠
と
な
る
経
書

の
文
を
得
よ
う
と
し
た
。

食
貨
志
下

Ｆ
毒
流
諸
夏
・
募
天
下
囚
徒
、
丁
男
、
甲
卒
三
十

萬
人
、
轉
眾
郡
委
輸
五
大
夫
衣
裘
、

兵
器
、
糧
食
、
長
吏
送
自
負
海
江
淮

至
北
邊
、
使
者
馳
傳
督
趣
、
以
軍
興

法
從
事
、
天
下
騷
動
。
先
至
者
屯
邊

郡
、
須
畢
具
乃
同
時
出
ｐ
４
１
２
１

・
是
時
爭
為
符
命
封
侯
、
莽
亦
厭
之
、

遂
使
尚
書
大
夫
趙
並
驗
治
、
非
五
威

將
率
所
班
、
皆
下
獄
ｐ
４
１
２
２

・
莽
以
周
官
、
王
制
之
文
、
合
百
二

十
有
五
郡
。
九
州
之
內
、
縣
二
千
二

百
有
三
。
其
後
、
歲
復
變
更
、
一
郡

至
五
易
名
、
而
還
復
其
故
。
吏
民
不

能
紀
、
每
下
詔
書
、
輒
繫
其
故
名
、

其
號
令
變
易
、
皆
此
類
也
ｐ
４
１
３

６

－

７

・
穀
常
貴
、
邊
兵
二
十
餘
萬
人
仰
衣

食
、
縣
官
愁
苦
。
五
原
、
代
郡
尤
被

其
毒
、
起
為
盜
賊
、
數
千
人
為
輩
ｐ

４
１
４
０

・
莽
下
吏
祿
制
度
︙
︙
莽
之
制
度
煩

碎
如
此
、
課
計
不
可
理
、
吏
終
不
得

祿
、
各
因
官
職
為
姦
、
受
取
賕
賂
以

自
共
給
ｐ
４
１
４
２

－

４
３

・ 

ｆ
１
天
下
の
囚
徒
、
壮
丁
、
兵

卒
三
十
万
人
を
募
っ
て
、
天
下
は

騷
動
し
た
。

・ 

ｆ
２
当
時
人
々
は
符
命
を
競
い

作
っ
て
侯
に
封
ぜ
ら
れ
よ
う
と
し

て
い
た
。
莽
も
こ
れ
を
厭
っ
た
。

・ 

ｆ
３
（
官
制
）
は
年
ご
と
に
ま

た
変
更
し
、
一
郡
で
五
度
も
名
称

を
改
め
る
に
至
っ
た
も
の
さ
え
あ

る
。
そ
の
号
令
や
名
称
の
変
更

は
、
す
べ
て
こ
う
し
た
類
の
も
の

で
あ
っ
た
。

・ 

ｆ
４
州
県
の
役
人
が
愁
苦
し
、

五
原
郡
・
代
郡
が
も
っ
と
も
そ
の

害
毒
を
被
り
、
起
っ
て
盜
賊
と

な
っ
た
。

・ 

ｆ
５
莽
の
制
度
の
煩
瑣
な
こ
と

は
こ
の
よ
う
で
あ
る
。

王
莽
伝
中

一
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Ｇ
亂
延
蠻
貉
・
五
威
將
、
其
東
出
者
、
至
玄
菟
・

樂
浪
・
高
句
驪
・
夫
餘
。
南
出
者
、

隃
徼
外
、
歷
益
州
、
貶
句
町
王
為
侯
。

西
出
者
、
至
西
域
、
盡
改
其
王
為

侯
。
北
出
者
、
至
匈
奴
庭
、
授
單
于

印
、改
漢
印
文
、去
﹁
璽
﹂
曰
﹁
章
﹂。

單
于
欲
求
故
印
、
陳
饒
椎
破
之
、
語

在﹁
匈
奴
傳
﹂。
單
于
大
怒
、而
句
町
・

西
域
後
卒
以
此
皆
畔
ｐ
４
１
１
５

・
虜
犯
邊
者
皆
孝
單
于
咸
子
角
所
為
。

莽
怒
、
斬
其
子
登
於
長
安
、
以
視
諸

蠻
夷
ｐ
４
１
２
８

・
莽
遣
使
者
厚
賂
之
、
詐
許
還
其
侍

子
登
、
因
購
求
陳
良
・
終
帯
等
ｐ
４

１
３
８

・
莽
志
方
盛
、
以
為
四
夷
不
足
吞
滅
、

專
念
稽
古
之
事
ｐ
４
１
３
１

・
西
域
諸
國
以
莽
積
失
恩
信
、
焉
耆

先
畔
、
殺
都
護
但
欽
ｐ
４
１
３
３

・
遣
大
使
五
威
將
王
駿
・
西
域
都
護

李
崇
將
戊
己
校
尉
出
西
域
︙
︙
西
域

自
此
絕
ｐ
４
１
４
６

・ 

ｇ
１
莽
は
怒
っ
て
（
単
于
）
咸

の
子
登
を
長
安
で
斬
り
、
諸
蛮
夷

に
見
せ
し
め
と
し
た
。

・ 

ｇ
２
詐
っ
て
、
漢
に
人
質
と

な
っ
て
い
た
単
于
の
子
登
を
還
す

こ
と
を
承
諾
し
た
。

・ 
ｇ
３
莽
の
志
は
ま
さ
に
盛
ん

で
、
四
夷
な
ど
併
合
討
滅
す
る
に

足
ら
ぬ
も
の
と
し
て
、
古
え
を
稽

え
る
こ
と
に
専
念
し
た
。

・ 

ｇ
４
西
域
諸
国
は
莽
が
恩
信
を

失
わ
せ
る
ふ
る
ま
い
を
重
ね
た
と

し
た
。

・ 

ｇ
５
西
域
と
は
こ
れ
以
後
断
絶

し
た
。

王
莽
伝
中

Ｈ
民
喪
樂
生

之
心

・
復
明
六
筦
之
令
。
每
一
筦
下
、
為

設
科
條
防
禁
、
犯
者
罪
至
死
、
吏
民

抵
罪
者
浸
眾
。
又
一
切
調
上
公
以
下

諸
有
奴
婢
者
、
率
一
口
出
錢
三
千
六

百
、
天
下
愈
愁
、
盜
賊
起
ｐ
４
１
５

０・
天
下
吏
以
不
得
奉
祿
、
並
為
姦
利
、

公
府
士
馳
傳
天
下
、
考
覆
貪
饕
、
開

吏
告
其
將
、
奴
婢
告
其
主
、
幾
以
禁

姦
、
姦
愈
甚
ｐ
４
１
５
２

・ 

ｈ
１
天
下
は
い
よ
い
よ
愁
え

て
、
盜
賊
が
興
起
し
た
。

・ 

ｈ
２
姦
を
禁
じ
た
い
と
願
う
た

が
、
姦
は
い
よ
い
よ
は
な
は
だ
し

か
っ
た
。

王
莽
伝
下

・
自
莽
為
不
順
時
令
、
百
姓
怨
恨
、

莽
猶
安
之
ｐ
４
１
６
３

・
莽
使
中
黃
門
王
業
領
長
安
巿
買
、

賤
取
於
民
、
民
甚
患
之
。
莽
聞
城
中

飢
饉
、以
問
業
。業
曰
:﹁
皆
流
民
也
。﹂

乃
巿
所
賣
粱
飰
肉
羹
、
持
入
視
莽
、

曰
﹁
居
民
食
咸
如
此
。﹂
莽
信
之
ｐ

４
１
７
７

・ 

ｈ
３
百
姓
は
怨
恨
し
て
い
た

が
、
莽
は
な
お
安
然
た
る
も
の
で

あ
っ
た
。

・ 

ｈ
４
莽
は
長
安
城
内
が
飢
饉
で

あ
る
と
聞
き
、
そ
の
こ
と
を
中
黄

門
の
王
業
に
問
う
と
、
業
は
巿
場

に
売
っ
て
い
る
白
米
の
飯
や
肉
の

羹
を
持
ち
こ
ん
で
莽
に
示
し
、
曰

﹁
住
民
は
み
な
こ
の
よ
う
な
も
の

を
食
べ
て
お
り
ま
す
﹂と
言
っ
た
。

莽
は
之
を
信
じ
た
。

Ⅰ
中
外
憤
怨
、

遠
近
俱
發

・
臨
淮
瓜
田
儀
等
為
盜
賊
、
依
阻
會

稽
長
州
、
琅
邪
女
子
呂
母
亦
起
。
ｐ

４
１
５
０

・
青
、
徐
民
多
棄
鄉
里
流
亡
、
老
弱

死
道
路
、
壯
者
入
賊
中
ｐ
４
１
５
７

・
望
氣
為
數
者
多
言
有
土
功
象
、
莽

又
見
四
方
盜
賊
多
、
欲
視
為
自
安
能

建
萬
世
之
基
者
、
於
是
遂
營
長
安
城

南
、
提
封
百
頃
。
窮
極
百
工
之
巧
。

帶
高
增
下
、
功
費
數
百
鉅
萬
、
卒
徒

死
者
萬
數
ｐ
４
１
６
１

－

６
２

・
南
郡
張
霸
・
江
夏
羊
牧
・
王
匡
等

起
雲
杜
綠
林
、
號
曰
下
江
兵
、
眾
皆

萬
餘
人
ｐ
４
１
６
４
.
三
輔
盜
賊
麻

起
ｐ
４
１
６
７

・
赤
眉
殺
太
師
犧
仲
景
尚
。
關
東
人

相
食
。
莽
又
多
遣
大
夫
謁
者
分
教
民

煮
草
木
為
酪
、
酪
不
可
食
、
重
為
煩

費
ｐ
４
１
７
５

・
赤
眉
力
子
都
・
樊
崇
等
以
饑
饉
相

聚
、
起
於
琅
邪
、
轉
鈔
掠
、
眾
皆
萬

數
。
莽
見
盜
賊
多
、
乃
令
太
史
推
三

萬
六
千
歲
曆
紀
、
六
歲
一
改
元
、
布

天
下
。
欲
以
誑
燿
百
姓
、銷
解
盜
賊
。

眾
皆
笑
之
ｐ
４
１
５
４

・ 

ｉ
１
老
弱
は
路
傍
に
死
に
、
壯

者
は
賊
の
群
に
入
っ
た
。

・ 

ｉ
２
四
方
に
盜
賊
の
多
い
こ
と

を
見
て
、
み
ず
か
ら
安
心
す
る
た

め
に
万
世
の
基
を
建
て
う
る
も
の

を
示
そ
う
と
思
い
、
そ
こ
で
長
安

城
の
南
に
造
営
し
た
。

・ 

ｉ
３
莽
は
ま
た
民
に
草
木
の
実

を
煮
て
酪
を
作
る
こ
と
を
教
え
た

が
、
酪
は
食
い
も
の
に
代
用
で
き

ず
、
二
重
の
冗
費
で
あ
っ
た
。

・ 

ｉ
４
百
姓
を
誑
し
燿
し
て
、
盜

賊
を
解
消
し
よ
う
と
し
た
が
、
衆

は
み
な
こ
れ
を
笑
っ
た
。

王
莽
伝
下

�

一
四



・
初
、
四
方
皆
以
飢
寒
窮
愁
起
為
盜

賊
、
稍
稍
群
聚
、
常
思
歲
熟
得
歸
鄉

里
。
眾
雖
萬
數
、
亶
稱
巨
人
・
從
事
・

三
老
・
祭
酒
、
不
敢
略
有
城
邑
、
轉

掠
求
食
、
日
闋
而
已
。
諸
長
吏
牧
守

皆
自
亂
鬥
中
兵
而
死
、
賊
非
敢
欲
殺

之
也
、
而
莽
終
不
諭
其
故
。
群
下
愈

恐
、
莫
敢
言
賊
情
者
、
亦
不
得
擅
發

兵
、
賊
由
是
遂
不
制
。
ｐ
４
１
７
１

・
劉
歆
・
王
涉
皆
自
殺
。
莽
以
二
人

骨
肉
舊
臣
、
惡
其
內
潰
、
故
隱
其
誅

ｐ
４
１
８
５

・
莽
軍
師
外
破
、
大
臣
內
畔
、
左
右

亡
所
信
。
莽
憂
懣
不
能
食
、亶
飲
酒
、

啗
鰒
魚
。
讀
軍
書
倦
、
因
馮
几
寐
、

不
復
就
枕
矣
。
性
好
時
日
小
數
、
及

事
迫
急
、亶
為
厭
勝
。
遣
使
壞
渭
陵
・

延
陵
園
門
罘
罳
、
曰
:﹁
毋
使
民
復

思
也
。﹂
又
以
墨
洿
色
其
周
垣
。
號

將
至
曰
﹁
歲
宿
﹂、
申
水
為
﹁
助
將

軍
﹂、右
庚
﹁
刻
木
校
尉
﹂、前
丙
﹁
燿

金
都
尉
﹂、
又
曰
:﹁
執
大
斧
、
伐
枯

木
；
流
大
水
、
滅
發
火
。﹂
如
此
屬

不
可
勝
記
ｐ
４
１
８
６

・ 

ｉ
５
莽
は
最
後
ま
で
そ
の
（
盜

賊
の
起
こ
っ
た
）
内
情
を
さ
と
ら

な
か
っ
た
。
賊
の
内
情
を
言
お
う

と
す
る
者
も
い
な
く
な
り
、
賊
を

制
し
き
れ
な
く
な
っ
た
。

・ 

ｉ
６
劉
歆
や
王
渉
は
い
ず
れ
も

自
殺
し
た
。
莽
は
涉
・
歆
の
二
人

が
骨
肉
・
旧
臣
で
あ
っ
た
た
め
、

內
部
か
ら
裏
切
ら
れ
た
こ
と
を
悪

じ
た
。

・ 

ｉ
７
莽
は
外
に
軍
隊
が
破
れ
、

內
に
大
臣
が
叛
き
、
信
頼
で
き
る

者
が
左
右
に
お
ら
ず
。莽
は
性
來
、

良
時
・
吉
日
と
小
技
術
を
好
ん
だ
。

事
が
急
迫
す
る
に
及
ん
で
、
た
だ

厭
勝
ば
か
り
を
し
、
こ
う
し
た
属

は
記
し
き
れ
ぬ
ほ
ど
あ
っ
た
。

Ｊ
城
池
不
守
、

支
體
分
裂

・
是
時
下
江
兵
盛
、
新
巿
朱
鮪
・
平

林
陳
牧
等
皆
復
聚
眾
、
攻
擊
鄉
聚
ｐ

４
１
７
６

・
無
鹽
索
盧
恢
等
舉
兵
反
城
ｐ
４
１

７
７

・
四
方
盜
賊
往
往
數
萬
人
攻
城
邑
、

殺
二
千
石
以
下
。
莽
知
天
下
潰
畔
、

事
窮
計
迫
、
乃
議
遣
風
俗
大
夫
司
國

憲
等
分
行
天
下
、
除
井
田
奴
婢
山
澤

六
筦
之
禁
、
即
位
以
來
詔
令
不
便
於

民
者
皆
收
還
之
。
待
見
未
發
、
會
世

・ 

ｊ
１
四
方
の
盜
賊
は
往
々
数
万

人
を
も
っ
て
城
邑
を
攻
め
、
莽
は

天
下
が
潰
え
叛
き
、
事
窮
し
計
迫

る
を
思
い
知
り
、
即
位
し
て
以
來

の
詔
令
中
、
人
民
に
と
っ
て
不
利

な
も
の
を
す
べ
て
撤
回
す
る
こ
と

王
莽
伝
下

・
自
莽
為
不
順
時
令
、
百
姓
怨
恨
、

莽
猶
安
之
ｐ
４
１
６
３

・
莽
使
中
黃
門
王
業
領
長
安
巿
買
、

賤
取
於
民
、
民
甚
患
之
。
莽
聞
城
中

飢
饉
、以
問
業
。業
曰
:﹁
皆
流
民
也
。﹂

乃
巿
所
賣
粱
飰
肉
羹
、
持
入
視
莽
、

曰
﹁
居
民
食
咸
如
此
。﹂
莽
信
之
ｐ

４
１
７
７

・ 

ｈ
３
百
姓
は
怨
恨
し
て
い
た

が
、
莽
は
な
お
安
然
た
る
も
の
で

あ
っ
た
。

・ 

ｈ
４
莽
は
長
安
城
内
が
飢
饉
で

あ
る
と
聞
き
、
そ
の
こ
と
を
中
黄

門
の
王
業
に
問
う
と
、
業
は
巿
場

に
売
っ
て
い
る
白
米
の
飯
や
肉
の

羹
を
持
ち
こ
ん
で
莽
に
示
し
、
曰

﹁
住
民
は
み
な
こ
の
よ
う
な
も
の

を
食
べ
て
お
り
ま
す
﹂と
言
っ
た
。

莽
は
之
を
信
じ
た
。

Ⅰ
中
外
憤
怨
、

遠
近
俱
發

・
臨
淮
瓜
田
儀
等
為
盜
賊
、
依
阻
會

稽
長
州
、
琅
邪
女
子
呂
母
亦
起
。
ｐ

４
１
５
０

・
青
、
徐
民
多
棄
鄉
里
流
亡
、
老
弱

死
道
路
、
壯
者
入
賊
中
ｐ
４
１
５
７

・
望
氣
為
數
者
多
言
有
土
功
象
、
莽

又
見
四
方
盜
賊
多
、
欲
視
為
自
安
能

建
萬
世
之
基
者
、
於
是
遂
營
長
安
城

南
、
提
封
百
頃
。
窮
極
百
工
之
巧
。

帶
高
增
下
、
功
費
數
百
鉅
萬
、
卒
徒

死
者
萬
數
ｐ
４
１
６
１

－

６
２

・
南
郡
張
霸
・
江
夏
羊
牧
・
王
匡
等

起
雲
杜
綠
林
、
號
曰
下
江
兵
、
眾
皆

萬
餘
人
ｐ
４
１
６
４
.
三
輔
盜
賊
麻

起
ｐ
４
１
６
７

・
赤
眉
殺
太
師
犧
仲
景
尚
。
關
東
人

相
食
。
莽
又
多
遣
大
夫
謁
者
分
教
民

煮
草
木
為
酪
、
酪
不
可
食
、
重
為
煩

費
ｐ
４
１
７
５

・
赤
眉
力
子
都
・
樊
崇
等
以
饑
饉
相

聚
、
起
於
琅
邪
、
轉
鈔
掠
、
眾
皆
萬

數
。
莽
見
盜
賊
多
、
乃
令
太
史
推
三

萬
六
千
歲
曆
紀
、
六
歲
一
改
元
、
布

天
下
。
欲
以
誑
燿
百
姓
、銷
解
盜
賊
。

眾
皆
笑
之
ｐ
４
１
５
４

・ 

ｉ
１
老
弱
は
路
傍
に
死
に
、
壯

者
は
賊
の
群
に
入
っ
た
。

・ 

ｉ
２
四
方
に
盜
賊
の
多
い
こ
と

を
見
て
、
み
ず
か
ら
安
心
す
る
た

め
に
万
世
の
基
を
建
て
う
る
も
の

を
示
そ
う
と
思
い
、
そ
こ
で
長
安

城
の
南
に
造
営
し
た
。

・ 

ｉ
３
莽
は
ま
た
民
に
草
木
の
実

を
煮
て
酪
を
作
る
こ
と
を
教
え
た

が
、
酪
は
食
い
も
の
に
代
用
で
き

ず
、
二
重
の
冗
費
で
あ
っ
た
。

・ 

ｉ
４
百
姓
を
誑
し
燿
し
て
、
盜

賊
を
解
消
し
よ
う
と
し
た
が
、
衆

は
み
な
こ
れ
を
笑
っ
た
。

王
莽
伝
下

祖
與
兄
齊
武
王
伯
升
・
宛
人
李
通
等

帥
舂
陵
子
弟
數
千
人
、
招
致
新
巿
平

林
朱
鮪
・
陳
牧
等
合
攻
拔
棘
陽
。
ｐ

４
１
７
９

・
及
後
漢
兵
劉
伯
升
起
、
皆
稱
將
軍
、

攻
城
略
地
、
既
殺
甄
阜
、
移
書
稱
說
。

莽
聞
之
憂
懼
ｐ
４
１
７
９

－

８
０

・
平
林
・
新
巿
・
下
江
兵
將
王
常
・

朱
鮪
等
共
立
聖
公
為
帝
、
改
年
為
更

始
元
年
、拜
置
百
官
。
莽
聞
之
愈
恐
。

欲
外
視
自
安
、
乃
染
其
須
髮
、
進
所

徵
天
下
淑
女
杜
陵
史
氏
女
為
皇
后
、

聘
黃
金
三
萬
斤
、
車
馬
奴
婢
雜
帛
珍

寶
以
巨
萬
計
。
莽
日
與
方
士
涿
郡
昭

君
等
於
後
宮
考
驗
方
術
、
縱
淫
樂
焉

ｐ
４
１
８
０

・
世
祖
與
王
常
等
別
攻
潁
川
、
下
昆

陽
・
郾
・
定
陵
。
莽
聞
之
愈
恐
、
遣

大
司
空
王
邑
馳
傳
之
雒
陽
、
與
司
徒

王
尋
發
眾
郡
兵
百
萬
、
號
曰
﹁
虎
牙

五
威
兵
﹂、
平
定
山
東
。
自
古
出
師

未
嘗
有
也
ｐ
４
１
８
２

・
長
安
旁
兵
四
會
城
下
、
皆
爭
欲
先

入
城
、
兵
從
宣
平
城
門
入
、
城
中
少

年
朱
弟
・
張
魚
等
燒
作
室
門
、
莽
避

火
宣
室
前
殿
、
時
莽
紺
袀
服
、
帶
璽

韍
、
持
虞
帝
匕
首
。
天
文
郎
桉
栻
於

前
、
日
時
加
某
、
莽
旋
席
隨
斗
柄
而

坐
、
曰
﹁
天
生
德
於
予
、
漢
兵
其
如

予
何
﹂
ｐ
４
１
９
０

・
眾
兵
上（
漸
）臺
、商
人
杜
吳
殺
莽
、

取
其
綬
。
校
尉
東
海
公
賓
就
、
故
大

行
治
禮
、
識
、
斬
莽
首
。
軍
人
分
裂

莽
身
、
支
節
肌
骨
臠
分
、
爭
相
殺
者

數
十
人
。
公
賓
就
持
莽
首
詣
王
憲
ｐ

４
１
９
１

－

４
１
９
２

に
し
た
。

・ 

ｊ
２
み
な
將
軍
と
称
し
、
城
を

攻
め
土
地
を
奪
っ
た
。
莽
は
こ
れ

を
聞
い
て
憂
懼
し
た
。

・ 

ｊ
３
朱
鮪
ら
は
聖
公
を
帝
と
し

て
、
年
号
を
更
始
元
年
と
改
め
、

莽
は
こ
れ
を
聞
い
て
い
よ
い
よ
恐

れ
た
。
み
ず
か
ら
安
ん
じ
て
い
る

さ
ま
を
外
見
に
示
そ
う
と
し
て
、

日
ご
ろ
に
方
士
の
涿
郡
の
昭
君
ら

と
後
宮
で
方
術
を
考
え
験
べ
、
淫

樂
を
縱
に
し
た
。

・ 

ｊ
４
世
祖
は
昆
陽
・
郾
・
定
陵

を
下
し
た
。
莽
は
こ
れ
を
聞
い
て

い
よ
い
よ
恐
れ
た
。
諸
郡
の
兵
百

万
を
徴
発
し
、
古
来
の
出
兵
に
か

つ
て
み
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ

た
。

・ 

ｊ
５
莽
は
席
を
め
ぐ
ら
し
て
斗

柄
の
方
向
に
そ
う
て
坐
し
、﹁
天
、

德
を
予
に
生
せ
り
、
漢
兵
そ
れ
予

を
如
何
せ
ん
﹂
と
言
っ
た
。
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Ｋ
天
下
城
邑

為
虛
、
丘
壟

發
掘
、
害
遍

生
民
、
辜
及

朽
骨

・
三
輔
悉
平
、
更
始
都
長
安
。
明
年

夏
、赤
眉
樊
崇
等
眾
數
十
萬
人
入
關
、

立
劉
盆
子
、
稱
尊
號
、
攻
更
始
、
更

始
降
之
。赤
眉
遂
燒
長
安
宮
室
市
里
、

害
更
始
。
民
飢
餓
相
食
、
死
者
數
十

萬
、
長
安
為
虛
、
城
中
無
人
行
。
宗

廟
園
陵
皆
發
掘
、
唯
霸
陵
、
杜
陵
完
。

六
月
、
世
祖
即
位
、
然
後
宗
廟
社
稷

復
立
、
天
下
艾
安
ｐ
４
１
９
３

・ 

ｋ
赤
眉
は
つ
い
長
安
の
宮
室
や

市
街
を
焼
き
、
民
は
餓
え
て
互
い

に
食
い
あ
い
、
死
者
数
十
万
。
長

安
は
廃
墟
と
な
っ
て
、
城
内
に
は

行
人
無
し
、
宗
廟
園
陵
が
み
な
発

か
れ
た
。

王
莽
伝
下

？

Ｌ
自
書
傳
所

載
亂
臣
賊
子

無
道
之
人
、

考
其
禍
敗
、

未
有
如
莽
之

甚
者
也

＋
Ｆ
・
ｆ
１
、
ｆ
２
、
ｆ
３
、
ｆ
４
、
ｆ
５
＋
Ｇ
・ｇ
１
、
ｇ
２
、
ｇ
３
、

ｇ
４
、
ｇ
５
＋
Ｈ
・
ｈ
１
、
ｈ
２
、
ｈ
３
、
ｈ
４
＋
Ｉ
・
ｉ
１
、
ｉ
２
、

ｉ
３
、
ｉ
４
、
ｉ
５
、
ｉ
６
、
ｉ
７
＋
Ｊ
・ｊ
１
、
ｊ
２
、
ｊ
３
、
ｊ
４
、

ｊ
５
＋
Ｋ
・
ｋ
＋
Ｌ

以
上
の
こ
と
か
ら
、﹃
漢
書
﹄
著
者
に
お
け
る
﹁
位
を
竊
み
南
面
す
る
﹂
時

代
の
王
莽
評
価
の
全
体
像
は
、
次
の
と
お
り
と
考
え
ら
れ
る
。

成
・
哀
・
平
三
帝
の
朝
は
み
な
代
が
短
く
、
継
嗣
も
な
く
、
国
統
は
三
た
び

絶
え
た
。
そ
れ
ゆ
え
王
莾
は
、
漢
朝
が
内
外
と
も
に
尽
き
衰
え
、
本
末
と
も
に

弱
ま
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
、
何
ら
は
ば
か
る
も
の
な
く
姦
心
を
生
じ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
時
期
は
、
天
象
に
し
き
り
に
異
変
が
あ
ら
わ
れ
、
は
な
は
だ
畏
る
べ

き
状
態
で
あ
っ
た
が
、
一
説
に
は
、
こ
れ
は
み
な
王
莾
が
帝
位
を
竊
ん
だ
象
で

あ
る
と
い
わ
れ
た
。
符
命
は
多
く
あ
っ
た
が
人
々
は
王
莾
が
符
命
を
奉
じ
た
意

向
を
知
り
、
群
臣
は
博
く
考
え
は
か
り
、
別
に
奏
上
し
て
真
皇
帝
に
即
位
す
る

順
序
次
第
を
示
し
た
。
皇
太
后
の
権
威
に
よ
り
、
伊
尹
・
周
公
の
盛
名
を
仮

り
、
も
っ
ぱ
ら
威
福
を
朝
廷
に
つ
く
り
な
し
て
、
階
を
く
だ
る
こ
と
さ
え
せ
ず

に
天
下
を
廻
ら
し
動
か
し
た
。
詐
謀
を
成
就
し
て
、
位
を
竊
み
南
面
す
る
に
及

ん
で
も
、
な
お
そ
の
地
位
は
根
拠
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
顚
覆
の
勢
い

は
桀
・
紂
に
も
ま
し
て
険
し
か
っ
た
。

偽
り
を
黄
帝
・
虞
舜
の
古
え
に
託
し
て
稽
え
、
繆
き
聖
典
の
文
章
に
称
り
た

た
め
、
莾
は
安
閑
と
し
て
み
ず
か
ら
黃
帝
・
虞
帝
の
復
出
で
あ
る
と
す
る
。
か

表
に
し
た
が
っ
て
、﹁
賛
﹂
に
い
う
﹁
位
を
竊
み
南
面
す
る
﹂
時
代
の
王
莽

に
つ
い
て
の
評
価
を
分
析
す
る
と
、﹁
自
書
傳
所
載
亂
臣
賊
子
無
道
之
人
、
考

其
禍
敗
、
未
有
如
莽
之
甚
者
也
﹂
と
い
う
明
白
な
主
観
的
判
断
を
除
い
て
、
ば

ら
つ
き
が
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
﹁
王
莽
伝
﹂
等
の
関
連
す
る
史
料
に
基
づ
く
個

別
的
評
価
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
著
者
の
王
莽
へ
の
全
体
的
な
評
価

を
Ｘ
３
と
し
、﹁
賛
﹂
の
総
括
的
評
価
を
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｉ
Ｊ
Ｋ
と
し
て
、

史
料
へ
の
個
別
評
価
を
ａ
ｂ
ｃ
ｄ
ｅ
ｆ
ｇ
ｈ
ｉ
ｊ
ｋ
と
す
れ
ば
、
以
下
の
公
式

が
得
ら
れ
る
。

　
　

�

Ｘ
３
＝
Ａ
・
ａ
１
、
ａ
２
＋
Ｂ
＋
Ｃ
・
ｃ
１
、
ｃ
２
、
ｃ
３
＋
Ｄ
・
ｄ
１
、

ｄ
２
、
ｄ
３
、
ｄ
４
、
ｄ
５
、
ｄ
６
、
ｄ
７
＋
Ｅ
・
ｅ
１
、
ｅ
２
、
ｅ
３
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く
て
始
め
て
ほ
し
い
ま
ま
を
き
わ
め
、
そ
の
威
し
と
詐
り
を
奮
う
。

莾
は
真
皇
帝
の
位
に
即
い
て
以
来
、
何
よ
り
も
大
臣
が
下
役
の
権
限
を
抑
奪

す
る
こ
と
に
備
え
て
、
心
中
、
大
臣
た
ち
に
怨
み
謗
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と

疑
い
、
威
力
を
震
っ
て
下
を
懼
れ
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
文
句
を
い
う
も
の
に
怒

り
を
発
し
て
、
職
を
免
じ
て
、
朝
臣
の
過
失
を
告
発
す
る
も
の
が
お
れ
ば
、
す

ぐ
に
拔
擢
し
た
。
莾
は
好
ん
で
大
言
を
弄
し
、
空
言
や
怪
異
を
好
む
が
、
民
は

そ
の
詐
り
を
知
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
る
。

農
夫
や
商
人
は
生
業
を
失
い
、
食
物
も
財
産
も
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
人

民
が
市
場
や
道
路
で
涕
泣
す
る
に
至
っ
た
。
ま
た
田
宅
・
奴
婢
を
売
買
し
た

り
、
銭
を
私
鋳
し
た
こ
と
で
法
に
ふ
れ
た
者
は
、
諸
侯
卿
大
夫
を
は
じ
め
庶
民

に
ま
で
至
り
、
罪
に
陥
っ
た
者
が
数
え
き
れ
ぬ
ほ
ど
多
か
っ
た
。
莾
は
性
来
落

ち
着
き
が
な
く
、
無
為
で
お
ら
れ
ず
、
何
事
か
を
興
す
ご
と
に
必
ず
古
制
に
依

り
、
そ
の
典
拠
と
な
る
経
書
を
得
よ
う
と
し
た
。
百
姓
は
震
え
恐
れ
、
道
路
で

た
が
い
に
目
く
ば
せ
を
し
た
。
天
を
あ
な
ど
り
民
を
虐
げ
、
凶
を
窮
め
悪
を
極

し
た
た
め
、
そ
の
害
毒
は
中
夏
の
諸
国
に
流
れ
て
い
た
。
号
令
や
名
称
は
年
ご

と
に
変
更
し
、
一
郡
で
五
度
も
名
称
を
改
め
た
も
の
さ
え
あ
る
。
そ
の
号
令
や

名
称
の
変
更
は
、
す
べ
て
こ
う
し
た
類
の
も
の
で
あ
っ
た
。
州
県
の
役
人
は
苦

し
み
、
五
原
郡
・
代
郡
が
も
っ
と
も
そ
の
害
毒
を
被
っ
た
の
で
、
起
っ
て
盜
賊

と
な
っ
た
。
莾
の
制
度
の
煩
瑣
な
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
で
あ
る
。
当
時
人
々
は

符
命
を
競
い
作
っ
て
侯
に
封
ぜ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
た
が
、
莾
も
こ
れ
を
厭
っ

た
。ひ

い
て
は
争
乱
が
蛮
貉
に
及
ん
だ
が
、
莾
は
な
お
そ
の
欲
を
逞
し
う
す
る
に

足
ら
ぬ
ふ
う
で
あ
っ
た
。
莾
の
志
は
ま
さ
に
盛
ん
で
、
四
夷
な
ど
は
併
合
討
滅

す
る
に
足
ら
ぬ
も
の
と
し
て
、
古
え
を
稽
え
る
こ
と
に
専
念
し
た
。
莾
は
怒
り

に
よ
っ
て
（
単
于
）
咸
の
子
登
を
長
安
で
斬
り
、
諸
蛮
夷
に
対
す
る
見
せ
し
め

と
し
た
が
、
詐
っ
て
、
漢
に
人
質
と
な
っ
て
い
た
単
于
の
子
登
を
還
す
こ
と
を

承
諾
し
た
。
西
域
諸
国
は
莾
が
恩
信
を
失
わ
せ
る
ふ
る
ま
い
を
重
ね
た
と
し
た

の
で
、
つ
い
に
西
域
と
は
こ
れ
以
後
断
絶
し
た
。

四
海
の
內
民
は
生
を
楽
し
む
心
を
囂
然
と
喪
失
し
、
い
よ
い
よ
愁
え
て
、
盜

賊
が
興
起
し
た
。
莾
は
姦
を
禁
じ
た
い
と
願
っ
た
が
、
姦
は
い
よ
い
よ
は
な
は

だ
し
か
っ
た
。
長
安
城
内
が
飢
饉
で
あ
る
と
聞
き
、
そ
の
こ
と
を
中
黄
門
の
王

業
に
問
う
と
、
業
は
巿
場
に
売
っ
て
い
る
白
米
の
飯
や
肉
の
羹
を
持
ち
こ
ん
で

莾
に
示
し
、「
住
民
は
み
な
こ
の
よ
う
な
も
の
を
食
べ
て
お
り
ま
す
」
と
言
っ

た
。
莾
は
之
を
信
じ
た
。
百
姓
は
怨
恨
し
て
い
た
が
、
莾
は
な
お
安
然
た
る
も

の
で
あ
っ
た
。

老
人
や
弱
者
は
路
傍
に
死
に
、
壯
者
は
賊
の
群
に
入
っ
た
。
四
方
に
盜
賊
の

多
い
こ
と
を
見
て
、
莾
は
性
來
、
良
時
・
吉
日
と
小
技
術
を
好
ん
だ
。
事
が
急

迫
す
る
に
及
ん
で
、
た
だ
厭
勝
ば
か
り
を
し
、
み
ず
か
ら
安
心
す
る
た
め
に
万

世
の
基
を
建
て
う
る
も
の
を
示
そ
う
と
思
い
、
そ
こ
で
長
安
城
の
南
に
造
営
し

た
。
莾
は
民
に
草
木
の
実
を
煮
て
酪
を
作
る
こ
と
を
教
え
た
が
、
酪
は
食
べ
も

の
の
代
用
に
は
で
き
ず
、
二
重
の
冗
費
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
事
例
は
記
し
き

れ
ぬ
ほ
ど
あ
っ
た
。
百
姓
を
誑
し
燿
し
て
、
盜
賊
を
解
消
し
よ
う
と
し
た
が
、

衆
は
み
な
こ
れ
を
笑
っ
た
。
莾
は
最
後
ま
で
そ
の
（
盜
賊
の
起
こ
っ
た
）
内
情

を
さ
と
ら
な
か
っ
た
。
賊
の
内
情
を
言
お
う
と
す
る
者
も
い
な
く
な
り
、
賊
を

一
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制
し
き
れ
な
く
な
っ
た
。
莾
は
骨
肉
・
旧
臣
で
あ
っ
た
人
々
も
內
部
か
ら
裏
切

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
外
に
軍
隊
が
破
れ
、
內
に
大
臣
が
叛
き
、
信
頼
で
き

る
者
が
ど
こ
に
も
お
ら
ず
、
中
外
は
憤
り
と
怨
み
で
満
ち
、
遠
近
が
共
に
起
ち

上
が
っ
た
の
で
あ
る
。

四
方
の
盜
賊
は
往
々
数
万
人
を
も
っ
て
城
邑
を
攻
め
た
。
莾
は
天
下
が
潰
え

叛
き
、
事
窮
し
計
迫
る
を
思
い
知
り
、
即
位
し
て
以
來
の
詔
令
中
、
人
民
に

と
っ
て
不
利
な
も
の
を
す
べ
て
撤
回
す
る
こ
と
に
し
た
。
み
な
將
軍
と
称
し
、

城
を
攻
め
土
地
を
奪
っ
た
。
聖
公
を
帝
と
し
、
年
号
を
更
始
元
年
と
改
め
た
こ

と
を
聞
い
て
、
莾
は
い
よ
い
よ
恐
れ
た
。
み
ず
か
ら
安
ん
じ
て
い
る
さ
ま
を
外

見
に
示
そ
う
と
し
て
、
日
ご
ろ
に
方
士
の
涿
郡
の
昭
君
ら
と
後
宮
で
方
術
験
べ

を
行
い
、
淫
樂
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
た
。

世
祖
は
昆
陽
・
郾
・
定
陵
を
下
し
た
。
莾
は
こ
れ
を
聞
い
て
い
よ
い
よ
恐
れ

た
。
諸
郡
の
兵
百
万
を
徴
発
し
た
が
、
こ
れ
は
古
来
の
出
兵
に
か
つ
て
み
ら
れ

な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
莾
は
席
を
め
ぐ
ら
し
て
斗
柄
に
向
か
っ
て
坐
し
、「
天
、

德
を
予
に
生
せ
り
、
漢
兵
そ
れ
予
を
如
何
せ
ん
」
と
言
っ
た
が
、
結
局
城
池
を

守
れ
ず
、
肢
体
を
裂
か
れ
て
し
ま
っ
た
。
つ
い
に
赤
眉
は
長
安
の
宮
室
や
市
街

を
焼
き
、
民
は
餓
え
て
互
い
に
食
い
あ
い
、
死
者
数
十
万
、
天
下
の
城
邑
の
長

安
は
廃
墟
と
な
っ
て
、
城
内
に
は
行
人
無
し
、
宗
廟
園
陵
が
み
な
発
か
れ
て
、

そ
の
害
は
生
民
に
あ
ま
ね
く
、
そ
の
辜
は
朽
骨
に
及
ん
だ
。

古
書
旧
伝
の
記
載
に
よ
っ
て
乱
臣
賊
子
や
無
道
の
人
の
禍
い
と
失
敗
を
考
え

て
み
る
に
、
お
よ
そ
莾
ほ
ど
極
端
な
者
は
か
つ
て
な
か
っ
た
。

　

４
．
３
「
竊
位
南
面
」
期
王
莾
に
関
す
る
全
体
評
価
の
特
徴

以
上
の
よ
う
に
、﹁
位
を
竊
み
南
面
す
る
﹂
時
代
の
王
莽
に
つ
い
て
総
括
的

評
価
に
基
づ
い
て
一
つ
ず
つ
﹃
漢
書
﹄
に
散
在
し
て
い
る
関
連
史
料
と
個
別
的

評
価
を
抽
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
著
者
の
王
莽
に
つ
い
て
の
評
価
の
全
体
像
が

い
よ
い
よ
鮮
明
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
特
徴
も
い
く
つ
か
考

え
ら
れ
る
。

１
つ
目
は
、
王
莽
の
政
治
生
涯
の
第
三
段
階
評
価
は
、
文
字
数
が
第
一
、
二

段
階
よ
り
大
幅
に
増
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
王
莽
が
24
歳
で
入
朝
し
て
か
ら

38
歳
で
大
司
馬
と
な
る
ま
で
の
27
年
間
と
比
べ
れ
ば
、
こ
の
第
三
段
階
の
﹁
位

を
竊
み
南
面
す
る
﹂
時
代
は
17
年
間
し
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
逆
に
評
価
の

文
字
数
は
倍
以
上
を
費
や
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
も
著
者
は
王
莽
の
第
三
段

階
の
政
治
生
涯
に
重
点
を
お
い
て
い
る
の
は
違
い
な
い
。

２
つ
目
は
、
第
一
、
二
段
階
の
評
価
に
比
べ
る
と
、
言
葉
遣
い
が
一
層
抽
象

的
な
も
の
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
第
一
二
段
階
に
お
け
る
﹁
始
起

外
戚
﹂﹁
宗
族
稱
孝
﹂﹁
居
位
輔
政
﹂﹁
勤
勞
國
家
﹂﹁
直
道
而
行
﹂﹁
動
見
稱
述
﹂

の
よ
う
な
具
体
的
な
描
写
が
、﹁
勢
險
於
桀
紂
﹂、﹁
晏
然
自
以
黃
、
虞
復
出
﹂﹁
乃

始
恣
睢
﹂、﹁
奮
其
威
詐
﹂、﹁
滔
天
虐
民
﹂、﹁
窮
凶
惡
極
﹂、﹁
毒
流
諸
夏
﹂、﹁
亂

延
蠻
貉
﹂
な
ど
強
い
抽
象
的
な
も
の
に
代
わ
っ
て
い
る
。
否
定
的
な
口
調
は
よ

り
鮮
明
に
な
っ
て
い
る
。

３
つ
目
は
、
主
観
的
な
評
価
が
比
較
的
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え

ば
Ｌ
の
﹁
自
書
傳
所
載
亂
臣
賊
子
無
道
之
人
、
考
其
禍
敗
、
未
有
如
莽
之
甚
者

也
﹂
と
は
、
第
二
段
階
の
﹁
推
﹂
論
よ
り
も
っ
と
主
観
的
な
も
の
で
、
評
価
す

一
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る
主
体
た
る
王
莽
に
だ
い
ぶ
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

ゆ
え
に
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
一
段
の
文
字
に
関
連
す
る
著
者
の
個
別
的
評
価
が

み
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
Ｂ
の
﹁
顛
覆
之
勢
險
於
桀

紂
﹂
は
、
中
国
史
上
で
も
有
名
な
檄
文
の
模
範
文
（
隗
囂
の
作
文
）
で
あ
る
、

王
莽
に
対
し
て
の
﹁
数
莽
罪
悪
万
於
桀
紂
﹂
と
い
う
言
葉
遣
い
と
似
た
表
現
に

な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
い
っ
て
も
、﹁
賛
﹂
の
最
後
に
お
い
て
の
総
結
の
﹁
昔
秦
燔
詩

書
以
立
私
議
、
莽
誦
六
藝
以
文
姦
言
、
同
歸
誅
塗
、
俱
用
滅
亡
、
皆
炕
龍
絕

氣
、
非
命
之
運
、
紫
色

聲
、
餘
分
閏
位
、
聖
王
之
驅
除
云
爾
﹂
と
い
う
文
章

と
比
べ
れ
ば
ま
だ
よ
い
方
で
あ
ろ
う
か
。

５　

王
莾
制
度
改
革
へ
の
賛
否
両
論
的
個
別
評
価

王
莽
制
度
改
革
と
は
彼
が
ほ
ぼ
一
生
涯
の
奮
闘
を
か
け
て
い
っ
た
事
業
と
は

い
え
、
後
世
に
お
い
て
、
彼
に
関
す
る
評
価
の
点
で
最
も
議
論
や
批
判
が
な
さ

れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。﹃
漢
書
﹄
著
者
は
、
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
王
莽
改
制

に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
評
価
し
た
の
か
、
と
い
う
の
が
次
の
課
題
で
あ
る
。

　

５
．
１
『
漢
書
』
に
散
在
し
て
い
る
王
莾
制
度
改
革
へ
の
個
別
評
価

王
莽
改
革
は
中
国
史
上
で
も
非
常
に
重
要
な
位
置
を
占
め
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、﹁
賛
﹂
の
総
括
的
評
価
に
は
王
莽
制
度
改
革
自
体
へ
の
評
価
は
な
い
。
そ

こ
で
、﹃
漢
書
﹄
に
散
在
し
て
い
る
該
当
す
る
個
別
評
価
を
探
し
て
表
で
集
め

て
お
き
た
い
。

改
制
項
目

史　

料

個
別
評
価

出
典

律
暦
制

・
漢
興
、
北
平
侯
張
蒼
首
律
暦
事
、

孝
武
帝
時
樂
官
考
正
。
至
元
始
中
王

莽
秉
政
、
欲
燿
名
譽
、
徴
天
下
通
知

鐘
律
者
百
餘
人
、
使
羲
和
劉
歆
等
典

領
條
奏
、言
之
最
詳
。
故
刪
其
偽
辭
、

取
正
義
、
著
于
篇
。︹
師
古
﹁
班
氏

自
云
作
志
取
劉
歆
之
義
也
。︺
ｐ
９

５
５

・ 

元
始
年
間
に
至
り
、
王
莽
が
政
を

執
り
、
名
誉
を
か
が
や
か
そ
う
と
、

天
下
の
鐘
律
に
通
じ
て
い
る
者
百
余

人
を
徴
し
、
羲
和
の
劉
歆
ら
に
こ
の

こ
と
を
つ
か
さ
ど
ら
せ
て
個
条
書
き

に
奏
上
さ
せ
た
が
、
こ
れ
は
律
暦
に

つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
も
っ
と
も
詳
し

い
も
の
で
あ
る
。

律
暦
志
上

礼
楽
制

・
及
王
莽
為
宰
衡
、
欲
燿
衆
庶
、
遂

興
辟
廱
、
因
以
篡
位
、
海
內
畔
之
。

世
祖
受
命
中
興
、
撥
亂
反
正
、
改
定

京
師
于
土
中
。
即
位
三
十
年
、
四
夷

賓
服
、
百
姓
家
給
。
顯
宗
即
位
、
躬

行
其
礼
、
宗
祀
光
武
皇
帝
于
明
堂
、

養
三
老
五
更
於
辟
廱
、
威
儀
既
盛
美

矣
。
ｐ
１
０
３
５

・ 

王
莽
が
宰
衡
と
な
る
に
及
ん
で
、

衆
庶
を
眩
惑
し
よ
う
と
し
て
、
つ
い

に
辟
廱
を
興
し
、
も
っ
と
帝
位
を
篡

奪
し
た
が
、
海
內
は
か
れ
に
叛
い

た
。
世
祖
は
天
命
を
受
け
て
漢
を
中

興
し
、
政
教
は
清
く
明
ら
か
で
あ
っ

た
。
よ
っ
て
明
堂
・
辟
廱
を
営
み
立

て
た
。

礼
楽
志

・
是
時
、
鄭
聲
尤
甚
。
黄
門
名
倡
丙

彊
・
景
武
之
屬
富
顯
於
世
、
貴
戚
五

侯
定
陵
・
富
平
外
戚
之
家
淫
侈
過
度
、

至
與
人
主
爭
女
樂
。
ｐ
１
０
７
２　

然
百
姓
漸
漬
日
久
、
又
不
制
雅
樂
有

以
相
變
、
豪
富
吏
民
湛
沔
自
若
、
陵

夷
壞
于
王
莽
ｐ
１
０
７
４

・ 

し
か
し
百
姓
が
鄭
・
衛
の
淫
声
に

し
だ
い
に
染
ま
っ
て
き
た
年
月
は
久

し
く
、
ま
た
雅
楽
を
制
定
し
な
か
っ

た
た
め
変
化
し
た
こ
と
と
あ
い
ま
っ

て
、
豪
く
富
め
る
吏
民
は
淫
声
に
湛

み
沔
れ
て
旧
態
の
ま
ま
、
か
く
て
漢

は
し
だ
い
に
衰
え
、
王
莽
に
至
っ
て

滅
ん
だ
。

食
貨
制

・
平
帝
崩
、
王
莽
居
攝
、
遂
篡
位
。

王
莽
因
漢
承
平
之
業
、
匈
奴
稱
藩
、

百
蠻
賓
服
、
舟
車
所
通
、
盡
為
臣
妾
、

府
庫
百
官
之
富
、
天
下
晏
然
。
莽
一

朝
有
之
、
其
心
意
未
滿
、
陿
小
漢
家

制
度
、
以
為
疏
闊
。
莽
乃
遣
使
易
單

于
印
、貶
鉤
町
王
為
侯
。
二
方
始
怨
、

侵
犯
邊
境
。
莽
遂
興
師
、
發
三
十
萬

衆
、
欲
同
時
十
道
並
出
、
一
舉
滅
匈

奴
、
海
內
擾
矣
。
又
動
欲
慕
古
、
不

・ 

平
帝
が
崩
じ
て
、
王
莽
が
攝
政
の

位
に
お
り
、
つ
い
に
皇
位
を
篡
い

と
っ
た
。
王
莽
は
漢
の
う
ち
つ
づ
く

太
平
の
功
業
に
よ
り
、
そ
の
心
意
に

満
た
ず
、漢
家
の
制
度
を
狭
少
と
し
、

簡
略
に
過
ぎ
る
と
思
っ
た
。
莽
は
使

者
を
つ
か
わ
し
て
単
于
の
印
を
取
り

か
え
、
鉤
町
王
の
格
を
下
げ
て
侯
と

し
た
。
両
者
は
始
め
て
怨
み
、
辺
境

を
侵
犯
し
た
。
莽
は
つ
い
に
出
兵
す

食
貨
志
上

一
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度
時
宜
、
分
裂
州
郡
、
改
職
作
官
、

下
令
曰
:﹁
今
更
名
天
下
田
曰
王
田
、

奴
婢
曰
私
屬
、皆
不
得
賣
買
。﹂犯
令
、

法
至
死
、
制
度
又
不
定
、
吏
緣
為
姦
、

天
下
謷
謷
然
、
陷
刑
者
衆
。
ｐ
１
１

４
３

－

４
４

る
こ
と
と
し
、
三
十
万
の
大
軍
を
発

し
て
同
時
に
十
方
の
道
か
ら
並
び
進

み
、
一
挙
に
匈
奴
を
滅
ぼ
そ
う
と
し

た
。
海
內
は
騒
乱
し
た
。
ま
た
、
や

や
も
す
れ
ば
古
制
を
慕
い
こ
れ
に
法

ろ
う
と
し
て
、
時
宜
を
は
か
ら
な
い

で
州
郡
を
分
け
裂
き
、
職
制
を
改
め

官
職
を
作
っ
た
。
制
度
が
ま
た
定
ま

ら
ず
、
役
人
は
こ
れ
に
乗
じ
て
姦
悪

を
行
い
、天
下
は
謷
々
と
し
て
愁
え
、

刑
に
陥
る
者
が
多
か
っ
た
。

・
後
三
年
、
莽
知
民
愁
、
下
詔
諸
食

王
田
及
私
屬
皆
得
賣
買
、勿
拘
以
法
。

然
刑
罰
深
刻
、
它
政
誖
亂
。
邊
兵
二

十
餘
萬
人
仰
縣
官
衣
食
、用
度
不
足
、

数
橫
賦
歛
、民
俞
貧
困
。
常
苦
枯
旱
、

亡
有
平
歲
、
穀
賈
翔
貴
。
Ｐ
１
１
４

４

－

４
５

・ 

莽
は
民
の
愁
え
を
知
り
、
詔
を
下

し
て
も
ろ
も
ろ
の
王
田
を
食
む
者
お

よ
び
私
属
を
ば
す
べ
て
売
買
で
き
る

こ
と
と
し
、
法
に
よ
っ
て
捕
え
な
い

よ
う
に
し
た
。
し
か
し
刑
罰
が
深
刻

だ
っ
た
の
で
、
そ
の
他
の
政
事
が
理

に
悖
り
乱
れ
た
。
用
度
が
足
ら
な

か
っ
た
の
で
、
し
ば
し
ば
ほ
し
い
ま

ま
に
民
に
賦
税
し
、
そ
の
た
め
民
は

い
よ
い
よ
貧
困
し
た
。

・
末
年
、
盜
賊
群
起
、
發
軍
擊
之
、

將
吏
放
縱
於
外
。
北
邊
及
青
徐
地
人

相
食
、
雒
陽
以
東
米
石
二
千
。
莽
遣

三
公
將
軍
開
東
方
諸
倉
振
貸
窮
乏
、

又
分
遣
大
夫
謁
者
教
民
煮
木
為
酪
；

酪
不
可
食
、
重
為
煩
擾
。
流
民
入
關

者
数
十
萬
人
、
置
養
澹
官
以
稟
之
、

吏
盜
其
稟
、
飢
死
者
什
七
八
。
莽
恥

為
政
所
致
、
乃
下
詔
曰
:﹁
予
遭
陽

九
之
阨
、百
六
之
會
、害
氣
將
究
矣
。﹂

歲
為
此
言
、
以
至
於
亡
。
ｐ
１
１
４

５

・ 

末
年
、
盜
賊
が
群
が
り
起
っ
た
の

で
出
兵
し
て
こ
れ
を
撃
た
せ
た
が
、

将
・
吏
は
外
で
放
縦
に
ふ
る
ま
っ
た
。

莽
は
三
公
将
軍
を
つ
か
わ
し
東
方
の

諸
倉
を
開
い
て
窮
乏
の
民
に
施
与
・

貸
与
し
た
。
莽
は
そ
れ
が
政
治
の
不

手
際
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
で

あ
る
こ
と
を
恥
じ
、
よ
っ
て
詔
を
下

し
て
言
っ
た
。﹁
予
は
陽
九
の
阨
・

百
六
の
会
に
遭
っ
て
い
る
。
し
か
し

害
気
は
今
や
ま
さ
に
究
ま
り
尽
き
よ

う
と
し
て
い
る
。﹂
年
ご
と
に
こ
の

言
葉
を
く
り
か
え
し
な
が
ら
、
つ
い

に
滅
亡
す
る
に
至
っ
た
。

・
王
莽
居
攝
、
變
漢
制
、
以
周
銭
有

子
母
相
權
、
於
是
更
造
大
銭
、
又
造

契
刀
・
錯
刀
。
與
五
銖
銭
凡
四
品
、

並
行
。
莽
即
真
、
以
為
書
﹁
劉
﹂
字

有
金
刀
、
乃
罷
錯
刀
・
契
刀
及
五
銖

銭
、
而
更
作
金
・
銀
・
龜
・
貝
・
銭
・

布
之
品
、
名
曰
﹁
寶
貨
﹂。
ｐ
１
１

７
７

・ 

王
莽
は
攝
政
の
位
に
い
て
、
漢
の

制
度
を
変
え
、
周
の
銭
幣
で
軽
い
幣

と
重
い
幣
を
た
が
い
に
主
と
し
從
と

し
て
通
行
さ
せ
た
こ
と
が
あ
っ
た
の

で
、
そ
こ
で
改
め
て
大
銭
を
造
り
、

ま
た
契
刀
・
錯
刀
を
造
っ
た
。
五
銖

銭
と
と
も
に
都
合
四
品
の
貨
幣
が
並

行
し
て
用
い
ら
れ
た
。
莽
は
皇
帝
と

し
て
真
の
位
に
即
い
て
、
漢
家
の
姓

の
﹁
劉
﹂
と
い
う
字
に
は
金
・
刀
が

あ
る
と
思
い
、
そ
こ
で
錯
刀
・
契
刀

お
よ
び
五
銖
銭
を
廃
止
し
、
改
め
て

﹁
宝
貨
﹂
を
作
っ
た
。

食
貨
志
下

・
百
姓
憒
亂
、
其
貨
不
行
。
民
私
以

五
銖
銭
市
買
。
莽
患
之
。
於
是
農
商

失
業
、
食
貨
俱
廢
、
民
涕
泣
於
市
道
。

莽
知
民
愁
、
乃
但
行
小
銭
直
一
、
與

大
銭
五
十
。
莽
性
躁
擾
、不
能
無
為
、

每
有
所
興
造
、
必
欲
依
古
得
經
文
。

ｐ
１
１
７
９

・ 

百
姓
の
心
が
く
ら
み
乱
れ
て
、
そ

の
貨
幣
通
行
し
な
か
っ
た
。
民
は
市

中
の
道
路
に
涕
泣
し
た
。
莽
は
民
の

愁
え
を
知
る
と
、
た
だ
小
銭
直
一
と

大
銭
五
十
だ
け
を
通
行
さ
せ
た
。

・
羲
和
置
命
士
督
五
均
六
斡
。
百
姓

俞
病
。
莽
知
民
苦
之
。
姦
吏
猾
民
並

侵
、
衆
庶
各
不
安
生
。
ｐ
１
１
８
３

・ 

羲
和
は
命
士
を
置
い
て
五
均
・
六

斡
を
監
督
し
て
い
た
。
百
姓
は
い
よ

い
よ
憂
苦
し
た
。
莽
は
民
が
こ
れ
に

苦
し
ん
で
い
る
の
を
知
っ
て
い
た
。

・
莽
以
私
鑄
銭
死
、
及
非
沮
寶
貨
投

四
裔
、
犯
法
者
多
、
不
可
勝
行
、
乃

更
輕
其
法
ｐ
１
１
８
４

・ 

莽
は
、
銭
を
私
鋳
し
て
死
罪
と
な

り
、
お
よ
び
宝
貨
を
そ
し
り
沮
ん
で

四
方
辺
境
に
棄
て
ら
れ
、
法
を
犯
す

者
が
多
く
て
、
施
行
す
る
に
堪
え
な

か
っ
た
の
で
、
そ
こ
で
改
め
て
そ
の

法
を
軽
く
し
た
。

・
漢
兵
誅
莽
。
後
二
年
、
世
祖
受
命
、

盪
滌
煩
苛
、
復
五
銖
銭
、
與
天
下
更

始
。
ｐ
１
１
８
５

・ 

漢
兵
は
莽
を
誅
し
た
。
二
年
後
、

世
祖
は
天
命
を
受
け
、
煩
雜
苛
酷
な

幣
制
を
あ
ら
い
す
す
い
で
、
五
銖
銭

を
も
と
に
復
し
、
天
下
万
民
と
と
も

に
一
新
し
た
。

二
〇



・
賛
曰
、
至
于
王
莽
、
制
度
失
中
、

姦
軌
弄
權
、
官
民
俱
竭
、
亡
次
矣
。

ｐ
１
１
８
６

・ 

賛
に
言
う
。
王
莽
に
至
っ
て
、
制

度
が
中
庸
を
失
し
、
姦
軌
が
権
力
を

弄
し
、
官
も
民
も
と
も
竭
れ
は
て
た

の
は
、
滅
亡
の
次
で
あ
る
。

郊
祀
制

・
平
帝
元
始
五
年
、
大
司
馬
王
莽
奏

言
:﹁
皆
曰
宜
如
建
始
時
丞
相
衡
等

議
、
復
長
安
南
北
郊
如
故
。﹂
ｐ
１

２
６
４

－

６
５

・ 

王
莽
が
奏
上
し
て
言
っ
た
。﹁
み

な
建
始
の
と
き
丞
相
衡
ら
の
議
の
よ

う
に
し
、
長
安
の
南
北
郊
を
元
ど
お

り
に
復
す
べ
き
で
あ
る
と
申
し
て
お

り
ま
す
。﹂

郊
祀
志
下

・
莽
又
頗
改
其
祭
礼
、
曰
:﹁
天
地

合
祭
、
先
祖
配
天
、
先
妣
配
墬
、
其

誼
一
也
。
陰
陽
之
別
於
日
冬
夏
至
、

其
會
也
以
孟
春
正
月
上
辛
若
丁
。
天

子
親
合
祀
天
墬
於
南
郊
、
以
高
帝
、

高
后
配
。﹂
奏
可
。
三
十
餘
年
間
、

天
地
之
祠
五
徙
焉
。
ｐ
１
２
６
５

－

６
６

・ 

莽
の
は
ま
た
す
こ
ぶ
る
そ
の
祭
礼

を
改
め
て
言
っ
た
。﹁
天
地
を
合
せ

祭
る
の
は
、
先
祖
を
天
に
配
享
し
、

先
妣
を
地
に
配
享
す
る
の
と
、
そ
の

誼
は
一
つ
で
あ
る
。
陰
陽
の
日
で
区

別
す
る
の
は
冬
至
・
夏
至
で
あ
り
、

そ
の
会
合
す
る
の
は
孟
春
正
月
の
は

じ
め
の
辛
も
し
く
は
丁
の
日
で
あ

る
。﹂
奏
は
裁
可
さ
れ
た
。
三
十
余

年
間
に
、
天
地
の
祠
は
五
た
び
移
り

変
っ
た
。

・
於
是
長
安
旁
諸
廟
兆
畤
甚
盛
矣
。

ｐ
１
２
６
８

・
遂
於
官
社
後
立
官
稷
、
以
夏
禹
配

食
官
社
、
后
稷
配
食
官
稷
。
稷
種
穀

樹
。
ｐ
１
２
６
９

・ 

長
安
の
近
傍
諸
廟
・
兆
畤
は
は
な

は
だ
盛
ん
で
あ
っ
た
。

・ 

つ
い
に
官
社
の
う
し
ろ
に
官
稷
を

立
て
、夏
の
禹
王
を
官
社
に
配
祀
し
、

后
稷
を
官
稷
に
配
祀
し
た
。
官
稷
に

穀
樹
を
種
え
た
。

・
莽
篡
位
二
年
、
興
神
僊
事
、
以
方

士
蘇
樂
言
、
起
八
風
臺
於
宮
中
。
莽

遂
崇
鬼
神
淫
祀
、
至
其
末
年
、
自
天

地
六
宗
以
下
至
諸
小
鬼
神
、
凡
千
七

百
所
、
用
三
牲
鳥
獸
三
千
餘
種
。
ｐ

１
２
７
０

・ 

莽
は
神
仙
の
こ
と
を
興
し
た
。
莽

は
つ
い
に
鬼
神
を
尊
ん
で
祀
り
に
ふ

け
っ
た
。

地
理
制

・
平
帝
元
始
中
、
王
莽
輔
政
、
欲
燿

威
德
、
厚
遺
黄
支
王
、
令
遣
使
獻
生

犀
牛
。
ｐ
１
６
７
１

・ 

王
莽
が
政
治
を
補
佐
し
、
威
德
を

か
が
や
か
そ
う
と
し
て
、
黄
支
王
に

贈
物
を
手
厚
く
し
、
使
者
を
つ
か
わ

し
て
活
き
て
い
る
犀
牛
を
献
上
さ
せ

た
。

地
理
志
下

溝
洫
制

・
王
莽
時
、
徴
能
治
河
者
以
百
数
。

ｐ
１
６
９
６　

王
莽
時
、但
崇
空
語
、

無
施
行
者
。
ｐ
１
６
９
７

・ 

王
莽
の
と
き
、
黄
河
を
治
水
で
き

る
者
を
徴
し
た
と
こ
ろ
、
百
を
も
っ

て
数
え
る
ほ
ど
応
じ
て
き
た
が
、
王

莽
の
時
代
は
、た
だ
空
論
を
崇
ん
で
、

実
施
さ
れ
た
も
の
が
何
も
な
か
っ

た
。

溝
洫
志

経
籍
制

・（
劉
）歆
於
是
總
群
書
而
奏
其
七
略
、

故
有
輯
略
、
有
六
藝
略
、
有
諸
子
略
、

有
詩
賦
略
、
有
兵
書
略
、
有
術
数
略
、

有
方
技
略
。
今
刪
其
要
、以
備
篇
籍
。

ｐ
１
７
０
１

・ （
劉
）
歆
は
群
書
を
総
括
し
、
こ

れ
を
﹃
七
略
﹄
と
し
て
奏
上
し
た
。

い
ま
こ
こ
に
そ
の
不
要
を
省
き
そ
の

要
を
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
献
を

具
備
す
る
。

藝
文
志

官
僚
制

・
秦
兼
天
下
、
建
皇
帝
之
號
、
立
百

官
之
職
。
漢
因
循
而
不
革
、明
簡
易
、

隨
時
宜
也
。
其
後
頗
有
所
改
。
王
莽

篡
位
、
慕
從
古
官
、
而
吏
民
弗
安
、

亦
多
虐
政
、
遂
以
亂
亡
。
ｐ
７
２
２

・ 

王
莽
が
皇
位
を
簒
奪
す
る
と
、
い

に
し
え
の
官
制
を
慕
い
こ
れ
に
従
う

た
の
で
、
吏
民
は
安
ら
か
で
な
く
、

ま
た
虐
政
が
多
か
っ
た
た
め
、
つ
い

に
乱
れ
て
滅
亡
し
た
。

百
官
公
卿

表
序

こ
の
表
で
わ
か
っ
た
著
者
の
王
莽
改
制
に
関
す
る
個
別
評
価
は
、
重
複
を
省

い
て
以
下
の
よ
う
に
復
元
で
き
る
。

 
︻
律
暦
制
︼
元
始
年
間
に
至
り
、
王
莾
が
政
を
執
り
、
名
誉
を
か
が
や
か
そ
う

と
、
天
下
の
鐘
律
に
通
じ
て
い
る
者
百
余
人
を
徴
し
、
羲
和
の
劉
歆
ら
に
こ
の

こ
と
を
つ
か
さ
ど
ら
せ
て
個
条
書
き
に
奏
上
さ
せ
た
が
、
こ
れ
は
律
暦
に
つ
い

て
述
べ
ら
れ
た
も
っ
と
も
詳
し
い
も
の
で
あ
る
。

 

︻
礼
楽
制
︼
王
莾
が
宰
衡
と
な
る
に
及
ん
で
、
衆
庶
を
眩
惑
し
よ
う
と
し
て
、

二
一



つ
い
に
辟
廱
を
興
し
、
も
っ
と
帝
位
を
篡
奪
し
た
が
、
海
內
は
か
れ
に
叛
い

た
。
世
祖
は
天
命
を
受
け
て
漢
を
中
興
し
、
政
教
は
清
く
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

よ
っ
て
明
堂
・
辟
廱
を
営
み
立
て
た
。
し
か
し
百
姓
が
鄭
・
衛
の
淫
声
に
し
だ

い
に
染
ま
っ
て
き
た
年
月
は
久
し
く
、
ま
た
雅
楽
を
制
定
し
な
か
っ
た
た
め
変

化
し
た
こ
と
と
あ
い
ま
っ
て
、
豪
く
富
め
る
吏
民
は
淫
声
に
湛
み
沔
れ
て
旧
態

の
ま
ま
で
あ
り
、
か
く
て
漢
は
し
だ
い
に
衰
え
、
王
莾
に
至
っ
て
滅
ん
だ
。

 

︻
食
貨
制
︼
平
帝
が
崩
じ
て
、
王
莾
が
攝
政
の
位
に
お
り
、
つ
い
に
皇
位
を
篡

い
と
っ
た
。
王
莾
は
漢
の
う
ち
つ
づ
く
太
平
の
功
業
に
よ
り
、
そ
の
心
意
に
満

た
ず
、
漢
家
の
制
度
を
狭
少
と
し
、
簡
略
に
過
ぎ
る
と
思
っ
た
。
莾
は
つ
い
に

出
兵
す
る
こ
と
と
し
、
一
挙
に
匈
奴
を
滅
ぼ
そ
う
と
し
た
。
制
度
が
ま
た
定
ま

ら
ず
、
役
人
は
こ
れ
に
乗
じ
て
姦
悪
を
行
い
、
海
內
は
騒
乱
し
た
。

莾
は
民
の
愁
え
を
知
り
、
詔
を
下
し
て
も
ろ
も
ろ
の
王
田
を
食
む
者
お
よ
び

私
属
を
ば
す
べ
て
売
買
で
き
る
こ
と
と
し
、
法
に
よ
っ
て
捕
え
な
い
よ
う
に
し

た
。
し
か
し
用
度
が
足
ら
な
か
っ
た
の
で
、
し
ば
し
ば
ほ
し
い
ま
ま
に
民
に
賦

税
し
、
そ
の
た
め
民
は
い
よ
い
よ
貧
困
し
た
。
末
年
、
盜
賊
が
群
が
り
起
っ
た

の
で
、
三
公
将
軍
を
つ
か
わ
し
東
方
の
諸
倉
を
開
い
て
窮
乏
の
民
に
施
与
・
貸

与
し
た
。

王
莾
は
攝
政
の
位
に
い
て
、
漢
の
制
度
を
変
え
、
周
の
銭
幣
の
よ
う
に
改
め

て
大
銭
を
造
り
、
ま
た
契
刀
・
錯
刀
を
造
っ
た
。
莾
は
皇
帝
と
し
て
真
の
位
に

即
い
て
、
漢
家
の
姓
の
「
劉
」
と
い
う
字
に
は
金
・
刀
が
あ
る
と
思
い
、
そ
こ

で
錯
刀
・
契
刀
お
よ
び
五
銖
銭
を
廃
止
し
、
改
め
て
「
宝
貨
」
を
作
っ
た
。
羲

和
は
命
士
を
置
い
て
五
均
・
六
斡
を
監
督
し
て
い
た
。
百
姓
は
い
よ
い
よ
憂
苦

し
た
。
莾
は
民
が
こ
れ
に
苦
し
ん
で
い
る
の
を
知
っ
て
い
た
。
し
か
し
制
度
が

中
庸
を
失
し
、
姦
軌
が
権
力
を
弄
し
、
官
も
民
も
と
も
竭
れ
て
、
漢
兵
は
莾
を

誅
し
た
。
二
年
後
、
世
祖
は
天
命
を
受
け
、
煩
雜
苛
酷
な
幣
制
を
あ
ら
い
す
す

い
で
、
五
銖
銭
を
も
と
に
復
し
、
天
下
万
民
と
と
も
に
一
新
し
た
。

 

︻
郊
祀
制
︼
王
莾
が
奏
上
し
て
言
っ
た
。「
み
な
建
始
の
と
き
丞
相
衡
ら
の
議

の
よ
う
に
し
、
長
安
の
南
北
郊
を
元
ど
お
り
に
復
す
べ
き
で
あ
る
と
申
し
て
お

り
ま
す
。」
ま
た
そ
の
祭
礼
を
大
き
く
改
め
て
言
っ
た
。「
天
地
を
合
せ
祭
る
の

は
、
先
祖
を
天
に
配
享
し
て
、
先
妣
を
地
に
配
享
す
る
の
と
、
そ
の
誼
は
一
つ

で
あ
る
。
陰
陽
の
日
で
区
別
す
る
の
は
冬
至
・
夏
至
で
あ
り
、
そ
の
会
合
す
る

の
は
孟
春
正
月
の
は
じ
め
の
辛
も
し
く
は
丁
の
日
で
あ
る
。」
奏
は
裁
可
さ
れ

た
。
三
十
余
年
間
に
、
天
地
の
祠
は
五
た
び
移
り
変
っ
た
。
長
安
の
近
傍
諸

廟
・
兆
畤
は
は
な
は
だ
盛
ん
で
あ
っ
た
。

つ
い
に
官
社
の
う
し
ろ
に
官
稷
を
立
て
、
夏
の
禹
王
を
官
社
に
配
祀
し
、
后

稷
を
官
稷
に
配
祀
し
た
。
官
稷
に
穀
樹
を
種
え
た
。
莾
は
神
仙
の
こ
と
を
興
し

た
。
莾
は
つ
い
に
鬼
神
を
尊
ん
で
祀
り
に
ふ
け
っ
た
。

 

︻
地
理
制
︼
王
莾
が
政
治
を
補
佐
し
、
威
德
を
か
が
や
か
そ
う
と
し
て
、
黄
支

王
に
贈
物
を
手
厚
く
し
、
使
者
を
つ
か
わ
し
て
活
き
て
い
る
犀
牛
を
献
上
さ
せ

た
。

 
︻
溝
洫
制
︼
王
莾
の
と
き
、
黄
河
を
治
水
で
き
る
者
を
徴
し
た
と
こ
ろ
、
百
を

も
っ
て
数
え
る
ほ
ど
応
じ
て
き
た
が
、
王
莾
の
時
代
は
、
た
だ
空
論
を
崇
ん

で
、
実
施
さ
れ
た
も
の
が
何
も
な
か
っ
た
。

 

︻
経
籍
制
︼
劉
歆
は
群
書
を
総
括
し
、
こ
れ
を
『
七
略
』
と
し
て
奏
上
し
た
。

二
二



い
ま
こ
こ
に
そ
の
不
要
を
省
き
そ
の
要
を
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
献
を
具
備

す
る
。

 

︻
官
僚
制
︼
王
莾
が
皇
位
を
簒
奪
す
る
と
、
い
に
し
え
の
官
制
を
慕
い
こ
れ
に

従
う
た
の
で
、
吏
民
は
安
ら
か
で
な
く
、
ま
た
虐
政
が
多
か
っ
た
た
め
、
つ
い

に
乱
れ
て
滅
亡
し
た
。

　

５
．
２　

王
莾
改
制
に
つ
い
て
の
個
別
的
評
価
の
特
徴

こ
れ
ら
の
﹃
漢
書
﹄
著
者
に
お
け
る
王
莽
改
制
に
つ
い
て
の
個
別
的
評
価
を

比
較
す
る
と
、
積
極
的
・
消
極
的
・
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
、
と
い
う
３
つ
の

タ
イ
プ
の
特
徴
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

１
つ
目
は
、
王
莽
制
度
改
革
に
お
い
て
の
律
暦
制
に
対
し
て
全
面
的
賛
成
す

る
立
場
で
、﹁
律
暦
志
﹂
と
は
﹃
漢
書
﹄
の
第
一
﹁
志
﹂
と
い
て
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
。﹁
志
﹂
の
冒
頭
で
王
莽
の
﹁
腹
心
﹂14
と
よ
ば
れ
る
人
物
の
羲
和
劉

歆
が
作
っ
た
律
暦
制
に
つ
い
て
、
漢
時
代
に
は
﹁
も
っ
と
も
詳
し
い
も
の
で
あ

る
﹂
と
称
賛
し
た
。
ま
た
、
よ
く
似
た
よ
う
な
こ
と
は
﹃
漢
書
﹄
の
諸
﹁
志
﹂

の
結
び
の
一
篇
の
﹁
藝
文
志
﹂
に
も
劉
歆
の
書
物
を
ま
る
で
載
せ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
﹃
漢
書
﹄
著
者
は
劉
歆
の
律
暦
制
・
経
籍
制
へ
の
貢
献
を

肯
定
す
る
立
場
で
あ
る
が
、
劉
歆
は
何
と
い
っ
て
も
漢
の
劉
氏
皇
室
の
一
員
で

あ
り
、
王
莽
を
裏
切
っ
て
つ
い
に
自
殺
し
た
者
で
あ
る
。﹃
漢
書
﹄
に
載
せ
て

も
そ
れ
ほ
ど
政
治
問
題
に
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

王
莽
の
郊
祀
制
改
革
は
後
世
に
歴
代
の
皇
帝
や
大
臣
ら
に
長
く
議
論
し
て
い

た
こ
と
で
あ
る
が
、
著
者
の
評
価
は
基
本
的
に
肯
定
的
と
い
え
る
。
特
に
﹁
天

地
合
祭
﹂
と
い
う
改
革
は
画
期
的
な
創
制
と
い
え
る
も
の
で
あ
り
、﹁
三
十
余

年
間
に
、
天
地
の
祠
は
五
た
び
移
り
変
っ
た
﹂
政
治
的
な
難
問
題
を
解
決
し
た

も
の
で
あ
る
と
い
う
結
論
は
、
賛
美
す
る
言
葉
遣
い
こ
そ
あ
た
ら
な
い
が
、
大

変
高
い
評
価
で
あ
ろ
う
。

積
極
的
評
価
と
し
て
は
、
ま
た
部
分
的
に
評
価
し
て
い
る
項
目
も
あ
る
。
例

え
ば
王
莽
が
創
造
し
た
明
堂
・
辟
廱
は
、
ま
さ
に
礼
楽
制
改
革
の
重
要
な
一
環

で
あ
る
が
、﹃
漢
書
﹄
著
者
が
生
き
て
い
る
後
漢
時
代
に
も
王
莽
の
創
造
を
継

承
し
て
い
た
。
著
者
は
王
莽
の
明
堂
・
辟
廱
制
の
価
値
を
否
定
し
て
い
な
い
。

２
つ
目
は
、
律
暦
制
と
経
籍
制
に
対
す
る
全
面
的
な
高
評
価
と
は
逆
に
、
著

者
は
王
莽
の
経
済
改
革
に
対
し
て
強
く
否
定
的
な
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
特
に

王
莽
の
貨
幣
改
革
を
全
面
的
に
批
判
し
て
い
る
。
強
烈
に
否
定
し
た
理
由
は
、

た
し
か
に
志
の
﹁
賛
﹂
に
﹁
制
度
が
中
庸
を
失
し
、
姦
軌
が
権
力
を
弄
し
、
官

も
民
も
と
も
竭
れ
は
、
滅
亡
の
次
で
あ
る
﹂
と
あ
る
が
、
実
は
も
う
一
つ
の
理

由
は
、
今
上
皇
帝
の
劉
秀
に
よ
っ
て
王
莽
の
﹁
煩
雜
苛
酷
な
幣
制
を
あ
ら
い
す

す
い
で
、
五
銖
銭
を
も
と
に
復
し
た
﹂
か
ら
で
あ
ろ
う
。

３
つ
目
は
、
地
理
制
・
溝
洫
制
・
官
僚
制
な
ど
は
、
国
家
と
し
て
経
籍
制
に

比
べ
て
相
当
重
要
な
も
の
で
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
著
者
の
評
価
は
そ
れ

ほ
ど
積
極
的
な
も
の
で
は
な
く
、﹁
威
德
を
か
が
や
か
そ
う
と
し
て
﹂
や
﹁
た

だ
空
論
を
崇
ん
で
、
実
施
さ
れ
た
も
の
が
何
も
な
か
っ
た
﹂﹁
い
に
し
え
の
官

制
を
慕
い
こ
れ
に
従
う
虐
政
が
多
か
っ
た
﹂
と
い
う
よ
う
な
、
マ
イ
ナ
ス
の
コ

メ
ン
ト
に
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

も
し
不
評
価
を
マ
イ
ナ
ス
な
立
場
と
す
れ
ば
、﹃
漢
書
﹄
の
十
志
に
お
い
て

二
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﹁
天
文
志
﹂﹁
五
行
志
﹂
の
よ
う
な
制
度
的
な
記
載
で
は
な
い
も
の
を
除
い
て
、

﹁
刑
法
志
﹂
に
は
全
く
著
者
の
王
莽
へ
の
評
価
が
な
い
こ
と
は
見
逃
さ
な
い
だ

ろ
う
。﹁
刑
法
志
﹂
で
は
前
漢
時
代
に
お
け
る
高
帝
・
呂
后
か
ら
元
・
成
帝
ま

で
の
刑
と
法
と
の
沿
革
を
記
録
し
て
い
る
が
、
何
ら
か
の
理
由
で
そ
の
あ
と
の

哀
・
平
二
帝
、
す
な
わ
ち
王
莽
の
﹁
秉
政
﹂
し
て
い
た
時
代
に
か
か
わ
る
内
容

は
一
切
な
い
。
記
載
す
る
価
値
が
な
い
と
い
う
意
味
も
よ
み
と
れ
る
が
、
不
思

議
な
書
き
方
と
い
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、﹃
漢
書
﹄
の
他
の
伝
や
紀
・
表
・
志
の
中
に
み

ら
れ
る
王
莽
制
度
改
革
へ
の
個
別
的
評
価
を
﹁
摘
出
﹂
し
て
﹁
参
互
勘
校
﹂
し

た
う
え
で
、
王
莽
伝
﹁
賛
﹂
で
は
王
莽
改
制
へ
の
評
価
が
殆
ど
見
あ
た
ら
ぬ
こ

と
に
対
し
て
、
著
者
の
王
莽
制
度
改
革
に
つ
い
て
の
個
別
的
評
価
に
は
積
極
的

な
も
の
が
多
く
あ
る
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

６　

否
定
的
総
括
評
価
と
賛
否
両
論
個
別
評
価
と
の
「
牴
牾
」

最
後
に
な
る
が
冒
頭
で
引
用
し
た
王
莽
伝
﹁
賛
﹂
の
結
論
へ
戻
り
た
い
。

　

６
．
１　

総
括
評
価
自
身
の
「
牴
牾
」
及
び
そ
れ
と
個
別
評
価
と
の
「
牴
牾
」

著
者
は
王
莽
を
秦
の
始
皇
帝
と
比
べ
、
王
莽
の
﹁
滅
亡
﹂
原
因
は
﹁
余
分
閏

位
﹂
す
な
わ
ち
正
統
で
な
い
帝
位
や
﹁
正
王
の
命
を
得
ら
ず
﹂
に
あ
る
と
指
摘

し
て
い
る
。
し
か
し
前
文
で
筆
者
は
、
農
民
出
身
の
漢
の
高
帝
は
﹁
自
然
の

応
﹂
が
あ
る
だ
け
で
﹁
天
統
を
得
た
﹂
と
﹁
推
﹂
論
で
き
る
の
に
、
な
ぜ
﹁
自

ら
黃
・
虞
を
以
て
復
出
﹂
し
た
王
莽
は
天
か
ら
諸
々
の
祥
瑞
を
承
け
て
も
﹁
非

天
命
の
運
﹂
と
い
う
天
命
を
全
う
せ
ぬ
運
命
だ
と
判
断
し
た
か
の
﹁
牴
牾
﹂
が

あ
る
か
と
い
う
疑
問
を
出
し
た
が
、
解
決
で
き
な
か
っ
た
。

し
か
る
に
、
こ
れ
ま
で
の
著
者
の
王
莽
に
つ
い
て
の
個
別
評
価
、
特
に
王
莽

改
制
へ
の
評
価
を
冒
頭
で
の
総
括
評
価
と
﹁
参
互
勘
校
﹂
し
た
う
え
に
、
や
は

り
も
う
一
つ
の
も
っ
と
大
き
な
﹁
牴
牾
﹂
が
あ
る
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

そ
れ
は
本
来
﹁
綱
﹂
と
な
る
は
ず
王
莽
伝
の
﹁
賛
﹂
に
み
ら
れ
る
王
莽
へ
の
強

烈
的
批
判
と
比
べ
た
ら
、﹁
目
﹂
と
し
て
き
た
著
者
が
王
莽
改
制
へ
の
個
別
的

評
価
は
、
む
し
ろ
積
極
的
な
も
の
多
く
と
み
ら
れ
る
賛
否
両
論
的
も
の
を
明
ら

か
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
同
じ
著
者
の
評
価
に
お
け
る
﹁
綱
﹂
と
﹁
目
﹂
と
の
間

に
﹁
牴
牾
﹂
が
あ
る
の
は
わ
か
っ
て
き
た
。

　

６
．
２　

王
莾
へ
賛
否
両
論
を
持
す
る
『
漢
書
』
著
者
の
本
音

以
上
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
ば
ら
つ
き
が
あ
る
著
者
の
王
莽
改
制
へ
の
賛
否
両

論
的
評
価
は
本
音
に
近
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
れ
ば
王
莽
伝

の
﹁
賛
﹂
を
作
っ
た
と
き
の
著
者
は
何
か
の
や
む
を
得
な
い
理
由
も
あ
る
で
は

な
い
か
と
考
え
な
く
て
は
い
け
な
い
。
す
な
わ
ち
﹃
漢
書
﹄
著
者
が
歴
史
人
物

を
﹁
賛
﹂
え
る
べ
き
な
の
に
、
な
ぜ
王
莽
に
対
し
て
は
特
に
厳
し
く
非
難
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
追
及
す
れ
ば
、
著
者
の
班
固
が
執
筆
し
て
い
た
状
況
に

か
か
わ
る
で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
ざ
る
得
な
い
。

﹃
漢
書
﹄
叙
伝
に
よ
る
と
、
班
固
の
祖
父
の
班
穉
は
若
く
て
王
莽
と
同
輩
と

い
て
仲
が
良
く
、
哀
帝
時
代
に
廣
平
相
と
な
っ
て
い
る
経
歴
が
あ
る
の
は
分

二
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か
っ
た
。
父
の
班
彪
は
二
十
歳
の
と
き
、
王
莽
の
失
脚
す
る
に
遭
い
、
光
武
帝

の
と
き
に
望
都
長
と
な
っ
た
。
ま
た
、﹃
後
漢
書
﹄
班
彪
列
伝
に
よ
る
と
、
後

漢
の
明
帝
時
代
に
至
っ
て
、
班
固
は
父
班
彪
が
作
っ
た
前
漢
史
の
続
編
に
基
づ

い
て
、
漢
史
を
執
筆
し
て
い
る
。
誰
か
が
明
帝
に
上
書
し
て
﹁（
班
）
固
は
私

か
に
国
史
を
改
作
せ
り
﹂
と
告
発
し
た
の
で
、﹁
固
を
収
へ
て
京
兆
の
獄
に
繫

ぎ
、
盡
く
其
の
家
の
書
を
取
る
﹂
と
な
っ
た
。
結
局
は
幸
い
に
弟
の
班
超
の
斡

旋
で
明
帝
は
自
ら
そ
の
書
を
﹁
奇
と
し
て
﹂、
班
固
を
﹁
蘭
台
令
史
に
除
す
﹂

こ
と
に
な
っ
た
。
後
に
﹁（
漢
の
明
）
帝
、
乃
ち
復
た
終
に
前
に
著
は
す
所
の

書
を
成
さ
し
む
﹂
と
あ
る
15

。

こ
れ
ら
の
史
料
に
は
い
く
つ
か
の
処
を
注
目
す
る
べ
き
で
あ
る
。
１
つ
は

﹃
漢
書
﹄
著
者
の
班
彪
・
班
固
・
班
昭
の
肉
親
の
班
穉
は
王
莽
と
同
輩
と
し
て

仲
が
良
か
っ
た
こ
と
。
１
つ
は
王
莽
政
権
を
含
む
前
漢
史
を
作
る
た
め
に
逮
捕

さ
れ
た
こ
と
。
１
つ
は
﹃
漢
書
﹄
の
完
成
で
き
る
の
は
明
帝
が
支
え
た
結
果
と

な
る
こ
と
。
そ
の
よ
う
な
執
筆
経
験
を
得
た
著
者
は
、
本
朝
よ
り
打
倒
さ
れ
た

王
莽
王
朝
皇
帝
の
王
莽
に
つ
い
て
の
﹁
賛
﹂
と
い
う
評
価
に
は
、
後
漢
時
代
初

期
に
お
け
る
前
王
朝
に
対
す
る
罵
倒
的
な
色
が
濃
厚
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

れ
だ
け
で
は
な
く
前
漢
元
帝
以
降
の
儒
教
の
正
統
論
も
台
頭
し
た
と
考
え
れ

ば
、
王
莽
の
本
伝
の
記
載
は
歴
史
専
門
家
の
良
心
的
な
も
の
で
あ
る
一
方
、
伝

の
﹁
賛
﹂
と
は
著
者
が
先
祖
の
王
莽
に
遣
わ
れ
た
政
治
的
汚
点
を
拭
い
去
り
た

り
、
自
ら
身
の
安
全
を
確
保
し
た
り
、
今
上
皇
帝
の
抜
擢
を
感
謝
す
る
た
め
に

も
、
執
筆
し
た
当
時
の
旧
王
朝
を
否
定
的
世
論
と
同
調
し
て
王
莽
を
激
し
く
批

判
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
作
品
で
あ
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
る
。

７　

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
の
を
ま
と
め
る
と
、
い
く
つ
か
の
結
論
が
で
き
る
か

と
思
っ
て
い
る
。

第
一
は
、﹃
漢
書
﹄
王
莽
伝
﹁
賛
﹂
と
は
著
者
が
王
莽
の
一
生
涯
に
つ
い
て

下
し
た
総
括
的
な
評
価
だ
と
い
え
る
。
そ
の
総
括
的
評
価
は
客
観
的
判
断
と
主

観
的
判
断
と
も
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
王
莽
と
い
う
人
物
に
敵
視
し
て
強
烈
に

批
判
的
な
檄
文
式
の
も
の
し
か
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
し
か
に

﹃
漢
書
﹄
著
者
の
王
莽
評
価
の
﹁
綱
﹂
の
よ
う
な
も
の
だ
と
み
と
め
ら
れ
る
が
、

単
な
る
王
莽
の
出
身
や
人
格
的
な
面
に
偏
っ
た
判
断
で
、
肝
心
の
王
莽
が
や
っ

た
制
度
改
革
に
つ
い
て
の
評
価
は
殆
ど
み
あ
た
ら
な
い
特
徴
も
鮮
明
で
あ
ろ
う
。

第
二
は
、
王
莽
評
価
の
﹁
綱
﹂
を
手
が
か
り
と
す
れ
ば
、﹃
漢
書
﹄
の
あ
ち

こ
ち
に
散
在
し
て
い
る
著
者
の
王
莽
へ
の
個
別
的
評
価
の
﹁
目
﹂
的
な
も
の
は

数
多
く
存
在
し
て
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。﹁
綱
﹂
の
王
莽
人
生
三
段
階
に
し
た

が
っ
て
﹃
漢
書
﹄
著
者
が
利
用
し
た
は
ず
の
関
連
史
料
及
び
著
者
の
個
別
評
価

を
探
し
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
ら
の
個
別
的
評
価
を
総
括
的
評
価
と

﹁
参
互
勘
校
﹂
し
た
う
え
に
、
著
者
は
史
料
に
基
づ
い
て
の
客
観
的
評
価
が
あ

る
一
方
で
、
史
料
が
な
く
主
観
的
評
価
も
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

第
三
は
、﹁
綱
﹂
に
あ
ま
り
み
あ
た
ら
な
い
王
莽
改
制
に
つ
い
て
の
﹁
目
﹂、

す
な
わ
ち
項
目
別
に
王
莽
の
制
度
改
革
へ
の
個
別
評
価
を
す
べ
て
探
し
出
し
た

結
果
、﹃
漢
書
﹄
著
者
の
も
う
一
つ
の
隠
れ
た
﹁
顔
﹂
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ

た
。
な
ぜ
な
ら
ば
著
者
の
王
莽
改
制
に
つ
い
て
の
評
価
は
実
に
賛
否
両
論
的
な

二
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も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
王
莽
伝
﹁
賛
﹂
の
総
括
的
評
価
の
檄
文
式
な
マ
イ
ナ
ス

一
色
の
批
判
と
比
べ
る
と
、
大
き
な
﹁
牴
牾
﹂
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
ゆ
え
に
、﹃
漢
書
﹄
著
者
は
王
莽
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
は
人
格
的
に
否

定
的
評
価
を
下
し
な
が
ら
、
王
莽
改
制
へ
の
評
価
は
史
的
な
立
場
で
賛
否
両
論

を
く
だ
し
た
の
で
あ
る
。
論
理
的
に
整
理
す
れ
ば
﹃
漢
書
﹄
著
者
の
王
莽
評
価

と
は
、

　
　

�「
賛
」
の
否
定
的
な
総
括
評
価
＋
『
漢
書
』
に
散
在
し
て
い
る
賛
否
両
論

的
個
別
評
価
＝
王
莾
に
つ
い
て
の
人
格
的
否
定
・
事
業
的
賛
否
両
論
の
全

体
評
価

と
あ
る
の
が
、
本
稿
の
結
論
で
あ
る
。

第
四
は
、
こ
の
よ
う
な
結
論
が
正
し
い
と
す
れ
ば
以
下
の
推
論
も
成
立
す
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。﹃
漢
書
﹄
以
降
の
後
世
に
お
け
る
歴
代
の
学

者
は
﹃
漢
書
﹄
王
莽
伝
の
﹁
賛
﹂
の
み
信
じ
れ
ば
、
当
然
王
莽
へ
マ
イ
ナ
ス
の

評
価
し
か
で
き
な
く
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
主
流
派
と
逆
に
、
も
し
﹃
漢
書
﹄

の
他
の
伝
や
紀
・
表
・
志
の
中
に
み
ら
れ
る
王
莽
へ
の
個
別
的
評
価
を
﹁
目
﹂

と
し
て
、
綱
と
目
と
﹁
参
互
勘
校
﹂
し
た
う
え
に
、﹁
其
の
牴
牾
あ
る
処
﹂
を

﹁
摘
出
﹂
し
た
な
ら
ば
、﹃
漢
書
﹄
著
者
の
王
莽
へ
の
評
価
の
別
の
一
面
、
す
な

わ
ち
肝
心
た
る
王
莽
の
改
革
に
つ
い
て
の
評
価
は
、
む
し
ろ
積
極
的
な
判
断
が

多
か
っ
た
賛
否
両
論
な
も
の
だ
と
わ
か
る
は
ず
だ
と
思
う
。

文
末
に
、
も
し
本
論
で
今
日
の
王
莽
研
究
者
に
正
確
な
参
考
資
料
を
提
供
す

る
こ
と
で
き
れ
ば
、
最
終
的
に
王
莽
と
い
う
歴
史
人
物
の
本
来
の
善
悪
・
美
醜

な
ど
の
も
の
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
信
じ
て
い
る
。

 

１  ﹃
漢
書
﹄
の
著
者
と
は
一
般
的
に
班
固
の
み
し
か
言
及
さ
れ
な
い
が
、
実
際

に
は
班
彪
・
班
昭
・
馬
続
な
ど
が
あ
る
。
本
論
に
は
一
斉
﹁
著
者
﹂（
詳
し

く
は
馬
彪
・
張
偉
国
﹃
経
典
之
門
（
歴
史
地
理
篇
）﹄
華
夏
出
版
社
２
０
１

９
版　

１
１
０

－

１
１
２
頁
を
参
照
）
と
よ
ぶ
。

２  

趙
翼
の
史
料
読
解
法
と
は
陳
垣
氏
に
﹁
史
法
﹂
と
あ
る
方
法
で
あ
る
。
氏
に

﹁
趙
甌
北
札
記
廿
二
史
、
每
史
先
考
史
法
、
次
論
史
事
。
其
自
序
云
:﹃
此
編

多
就
正
史
紀
、
傳
、
表
、
志
中
參
互
勘
校
、
其
有
牴
牾
處
自
見
、
輒
摘
出
﹄、

所
謂
史
法
也
。﹂（﹃
陳
垣
史
源
學
雜
文
﹄
人
民
出
版
社
１
９
８
０
年
10
月　

３

－

４
頁
）
と
あ
る
が
、
本
稿
で
は
こ
の
﹁
史
法
﹂
を
﹁
牴
牾
﹂
摘
出
法
と

よ
ぶ
。

３  ﹁
賛
﹂
と
は
称
述
論
評
す
る
文
体
で
あ
り
、
本
字
は
﹁
贊
﹂﹁
讚
﹂。
史
籍
の

﹁
賛
﹂
は
﹁
史
賛
﹂
と
も
い
う
。﹃
文
心
雕
龍
、頌
讚
﹄
に
﹁
讚
之
義
兼
美
惡
、

亦
猶
頌
之
變
耳
﹂
と
あ
る
。

４  ﹃
漢
書
﹄
に
は
80
以
上
の
﹁
賛
﹂
が
あ
る
が
、
一
般
的
に
﹁
賛
曰
﹂
と
台
頭

し
て
い
る
も
の
は
班
固
の
作
品
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
（
そ
れ
に
対
し
て
﹁
司

徒
掾
班
彪
曰
﹂
と
い
う
場
合
も
あ
る
）。
例
え
ば
﹃
資
治
通
鑑
﹄
漢
紀
に
よ

く
あ
る
﹁
班
固
賛
曰
﹂
と
書
き
方
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。 二

六



５  ﹃
漢
書
﹄
王
莽
伝
、
中
華
書
局
１
９
６
２
年
版　

４
１
９
４
頁
を
参
照
。

６  ﹁
不
得
正
王
之
命
﹂
と
は
服
虔
の
注
で
あ
る
。﹃
漢
書
﹄
王
莽
伝
、
中
華
書
局

１
９
６
２
年
版　

４
１
９
５
頁
。

７  ﹃
漢
書
﹄
高
帝
紀
下
、
中
華
書
局
１
９
６
２
年
版　

81

－

82
頁
を
参
照
。

８  

賛
と
は
﹃
易
﹄
説
掛
伝
に
﹁
神
明
を
幽
賛
し
、
蓍
を
生
ず
﹂
の
よ
う
に
、
神

を
ほ
め
る
、た
た
え
る
こ
と
を
い
う
。
ゆ
え
に（
明
）﹃
文
體
明
辨
、贊
﹄に﹁
按
、

字
書
云
、
贊
、
稱
美
也
、
字
本
讚
を
作
り
﹂
と
し
て
い
る
。

９  ﹃
漢
書
﹄佞
幸
伝
の﹁
賛
﹂、中
華
書
局
１
９
６
２
年
版　

３
７
４
１
頁
を
参
照
。

10  

漢
の
元
帝
（
劉
奭
）
は
前
漢
朝
の
第
11
代
目
の
皇
帝
、
初
元
元
年
（
前
48
）

~
竟
寧
元
年
（
前
33
）
在
位
。
元
帝
は
柔
仁
で
儒
を
好
む
風
が
あ
り
、
刑

罰
な
ど
の
こ
と
を
行
い
得
な
か
っ
た
の
で
、
彼
は
漢
の
政
治
に
大
な
る
弊

害
を
与
え
る
宦
官
や
外
戚
の
跋
扈
を
招
き
始
め
た
人
物
で
あ
る
。

11  ﹁
外
戚
伝
下
﹂
に
﹁
孝
元
王
皇
后
、
成
帝
母
也
。
家
凡
十
侯
、
五
大
司
馬
、

外
戚
莫
盛
焉
。﹂
と
あ
る
。﹃
漢
書
﹄
中
華
書
局
１
９
６
２
年
版　

３
９
７

３
頁
。

12  ﹃
易
﹄
説
卦
伝
に
﹁
聖
人
南
面
し
て
天
下
に
聴
き
、
明
に
向
嚮
ひ
て
治
む
﹂

と
あ
る
。

13  ﹃
漢
書
﹄
五
行
志
に
は
前
漢
時
代
に
お
け
る
劉
向
・
劉
歆
ら
の
王
莽
に
関
す

る
災
異
説
を
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、﹃
漢
書
﹄
著
者
に
よ
る
王
莽
評
価
は
み

あ
た
ら
な
い
の
で
本
稿
で
は
採
用
し
な
い
。

14  ﹃
漢
書
﹄
王
莽
伝
中
に
﹁
初
、
甄
豊
・
劉
歆
・
王
舜
為
莽
腹
心
、
倡
導
在
位
、

褒
揚
功
徳
﹂
と
あ
る
。
中
華
書
局
１
９
６
２
年
版　

４
１
２
３
頁
。

15  ﹃
後
漢
書
﹄
班
彪
列
伝
、
中
華
書
局
１
９
６
５
年
版　

１
３
３
３

－

１
３
３

４
頁
を
参
照
。

二
七


